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第1章 第6次青梅市総合長期計画 

1 計画の目的 

本市では、昭和 46（1971）年以来、5 次にわたって総合長期計画を策定し、住

民福祉の向上のため、あらゆる分野で多岐にわたる施策を推進してきました。 

地方分権改革の進展により国から地方へと権限の移譲が進んでいく一方で、連鎖化

する世界経済不況への不安、転換期にある日本の人口問題や長引く経済の低迷等の影

響による社会保障制度の改変、東日本大震災やこれに起因する原子力発電所事故から

の復旧・復興に向けての対応、ひっ迫するエネルギー問題など、基礎自治体のみなら

ず日本全体を取り巻く環境は決して平たんなものではありません。 

こうした社会情勢、経済動向そして地域の実情を十分に踏まえ、この厳しい時代を

市全体が一丸となって乗り越え、暮らしやすさの更なる向上とまちの発展を目指す新

たな指針として第6次青梅市総合長期計画を策定します。 

2 計画の役割 

本市が行うあらゆる行政活動の基本となる最上位計画であり、本市にとって市政運

営を自律的かつ継続的に経営的観点を持って推進するための総合指針となるものです。 

市民にとっては、市政やまちづくりに参画・協働するための共通した目標となるも

のです。 

国や東京都に対しては、必要な施策や事業を行うため、市としての主張を明らかに

するものであるとともに、近隣市町村等との間で相互に協力や調整、連携を図るため

の指針となるものです。 

近隣市町村等との間で相互に協力

や調整、連携を図るための指針 

自律的かつ継続的に経営的観点を

持って推進するための総合指針 

市政やまちづくりへの 

参画・協働のための共通目標 

必要な施策や事業を行うための 

市としての主張 
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3 計画の構成と期間 

この計画は、「基本構想」、「基本計画」および「実施計画」から構成されます。

それぞれの役割と計画期間は、次のとおりです。 

平成25年
（2013）

26 27 28 29 30 31 32 33
平成34年
（2022）

実施計画

基　　本　　構　　想

平成25年度　～　平成34年度

基　本　計　画

平成25年度　～　平成３４年度

基本理念、まちの将来像、将来人口、土地利用方針、まちづくりの基

本方向等を明らかにし、まちのあり方を示します。

基本構想の実現に向けて、施策を分野別に体系化し、施策の推進のた

めの考え方や手法を明らかにします。さらに、様々な分野や施策が連

動し合い、多様な主体が参画して、相乗的にまちづくりの推進を図る

仕組みを示します。

基本計画は、社会経済動向や新たな課題等を踏まえて、5年を目途に

見直しを行います。

実施計画では、基本計画に示した主要施策や施策連動の仕組みにもと

づき、具体的に実施する事業を計画します。

計画の期間を3年単位とし、毎年のローリングによって施策の進捗を適

切に管理し、柔軟な行政運営に取り組みます。
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4 青梅市のあらましとまちづくりの歩み 

本市は、東京都の西北部、都心から西へ 40～60km 圏に位置します。総面積は

103.26ｋ㎡、東西に 17.2ｋｍ、南北に 9ｋｍで、秩父多摩甲斐国立公園の玄関口

にある、豊かな自然環境に恵まれた都市です。 

市域の6割以上を占める豊富な森林と東西を貫く多摩川は、市民に憩いと潤いを与

えるとともに、首都圏における観光・レクリエーションの場としてにぎわっています。 

道路は、都心や多摩地域から山梨県に至る東西基幹道路として、青梅街道や吉野街

道があり、これに南北幹線道路が交差しています。さらに、首都圏中央連絡自動車道

（圏央道）が通っています。 

青梅市位置図 

昭和 26（1951）年に青梅町、

調布村、霞村が合併して「青梅市」

が誕生し、昭和30（1955）年に

は、隣接する吉野・三田・小曾木・

成木の4か村が編入されました。 

これまで基幹産業だった織物業

や林業は構造不況によって衰退し、

代わって、戦後の急速な復興と高度

経済成長の流れを受け、東京郊外の

定住や産業の受け皿として急速に

都市化が進みました。 

工業は、昭和40年代に羽村市にまたがる50万坪に及ぶ広大な西東京工業団地が

造成されました。そして、昭和 54（1979）年には、区画整理により三ツ原工業団

地が完成し、市内各地に散在していた既存の工場の集団化を進めました。 

また、昭和 40（1965）年には、ドイツのボッパルト市と姉妹都市となり、昭和

42（1967）年から青梅マラソンが開催されています。 

さらに、三次救急まで対応する市立総合病院、河辺駅北口整備で誕生した中央図書

館、地域に根ざした市民センター、そして行政運営・災害対策の拠点である市庁舎な

ど、市民生活を支える拠点施設の整備を進めました。 
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5 本市の特性 

① 自然・生活・環境・防災においては 

本市は、都心近郊にありながら、多摩川の清流や緑豊かな森林など恵まれた自然

環境にあり、子どもから高齢者まで多くの市民に愛されています。 

この自然環境は、観光資源、情操教育、健康づくりの場などとして高い潜在能力

を秘めています。さらに、市域の地盤が全体的に硬いと言われています。 

しかし、市域が広い割には平たんな土地が少なく、その多くを丘陵地や山地が占

めるという地形の特性により、基盤整備の高コスト化や高齢者等の日常生活に不便

さを与えているのが実情です。また、立川断層帯があることや、土砂災害警戒区域

および特別警戒区域に指定されるなど危険な箇所もあります。その他恵まれた自然

を生かしきれていないという課題もあります。 

 ② 教育・文化・芸術・スポーツにおいては 

本市は、歴史・文化・伝統的な資源が豊富で、教育環境として恵まれ、美術館や

市民会館、中央図書館、総合体育館のほか、各地区に図書館や体育館を併設する市

民センターがあり、市民が文化やスポーツを楽しむことができる環境が身近にあり

ます。また、青梅マラソンは、市民マラソンの先駆けとして全国に知られています。 

一方、広い市域に多数存在する教育・文化施設の老朽化への対応が課題となって

います。 

 ③ 健康・医療・福祉・社会保障においては 

本市には、西多摩二次医療圏で唯一の救命救急センターを併設した市立総合病院

があります。また、高齢者のための施設が多いなど高齢者に優しいまち、お年寄り

を大切にするまち、というイメージが定着しています。 

しかし、老人福祉施設・病院が多く存在することに伴って、公的負担が増大して

いる実態があります。さらに、長引く不況の影響や高齢化の影響により社会保障制

度にもとづいて支出する扶助費等が大きく伸びています。 

 ④ 都市基盤・産業・観光・雇用においては 

本市は、中央部を鉄道が走り、都心へのアクセスが良いこと、高速交通網につな

がる圏央道青梅インターチェンジがあること、道路・公園・下水道など都市基盤整

備が進んでいることなど利便性が高い環境にあります。 

また、大規模な工場の集積や高い技術力を持つ工業や充実した商業活力、さらに

は、御岳山、御岳渓谷、梅の公園、岩蔵温泉等の観光地が多数あり、加えて、青梅

マラソンや青梅大祭等、集客能力の高いイベントも多数あります。 

一方で、鉄道・バス等の公共交通機関に対し市民の満足が得られていないことや、
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高齢化の進展に伴う交通弱者への対応が課題となっています。また、商業や農業に

おける担い手の高齢化や後継者不足による衰退、企業の撤退、雇用の場の不足、観

光客が減少傾向にあることなどの課題を抱えています。 

 ⑤ 市民参画・協働・行政運営においては 

本市には、地域を支える力（自治会、消防団、高齢者クラブ、子ども会、PTA

等）で地域コミュニティが醸成されており、人情味あふれる温かい人と人とのつな

がりがあります。また、産・学・官の連携や協働といった多様な主体が参画したま

ちづくりが進められています。 

しかし、自治会加入率の低下に象徴されるように、コミュニティ機能の維持が難

しくなってきています。また、本市は、多摩地区の他の市町村と比較して市の歳入

額に占める市税収入割合が低い状況にあります。さらに、公共施設の老朽化に対す

る効率的・効果的な対応など取り組むべき行政課題は増しています。 
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6 市民の期待 

① 第28回市政総合世論調査（平成23（2011）年5月実施） 

○「10年後の青梅市の将来像」について 

「最も近いイメージ」として選ばれた項目 

・「豊かな自然、美しい景観に恵まれたまち」26.6% 

・「保健、医療、福祉が整ったまち」19.5％ 

・「産業や経済などに活気がありにぎわいのあるまち」10.8％ 

・「地震や災害に強い安全なまち」10.6％ 

・「公共交通機関や道路網が整った便利なまち」8.3％ 

○「重点的に取り組むべき施策」について（複数回答） 

・「高齢者の介護予防・生活支援サービスの充実を図る」46.7% 

・「地域医療・救急医療体制の充実を図る」38.7％ 

・「自然と調和した美しいまちづくりに努める」28.8％ 

・「道路などを整備し、安全な交通環境をつくる」22.8％ 

・「鉄道・バス交通の充実に向けた取組を強化する」22.8％ 

○「理想的な生活」について 

「増やしたい（始めたい）」と回答した率が最も高かった項目 

・「のんびり時間を過ごす生活」55.9％ 

・「自然の中で散策したり遊ぶ生活」49.0％ 

・「お金をかけない遊びを楽しむ生活」43.9％ 

（％）

19.5

10.8

10.6

8.3

5.2

4.8

2.6

2.4

1.1

0.8

0.6

1.1

5.7

26.6

0 10 20 30

豊かな自然、美しい景観に恵まれたまち

保健、医療、福祉が整ったまち

産業や経済などに活気がありにぎわいのあるまち

地震や災害に強い安全なまち

公共交通機関や道路網が整った便利なまち

道路、公園、下水道など地域基盤が整ったまち

防犯体制を強化し安心して暮らせるまち

生涯にわたる学習や教育環境が整ったまち

スポーツ活動や健康増進の環境が整ったまち

芸術や文化活動が盛んなまち

市民、ボランティア団体、ＮＰＯなどとみんなで創るまち

職住近接のまち

その他

無回答

総数=1195
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② 子ども世論調査（平成23（2011）年7～9月実施） 

○「青梅市の好きなところ」について（複数回答） 

・「自然が豊かなところ」61.6％ 

・「お祭りがさかんなところ」53.0％ 

・「公園がたくさんあるところ」40.9％  

○「青梅市の自慢」について（複数回答） 

「青梅マラソン」（63.2%）、「青梅の自然」（45.7%）、「多摩川」（44.1%）、

「青梅大祭などのお祭り」（38.1%）、「御岳山」（30.4%）の順となりました。 

○「10年後のあるべき姿」について（複数回答） 

・「自然がいっぱいあるまち」32.9％ 

・「安心で安全なまち」32.2％ 

・「すべての人に優しいまち」25.9％ 

（％）

53.0

40.9

28.6

28.5

26.4

25.1

12.7

9.7

5.0

1.3

61.6

0 10 20 30 40 50 60 70

自然が豊かなところ

お祭りがさかんなところ

公園がたくさんあるところ

災害や犯罪が少ないところ

図書館がたくさんあるところ

学校が楽しいところ

スポーツがさかんなところ

病気になっても安心なところ

文化財が多いところ

その他

無回答

総数=2521

（％）

32.2

25.9

22.3

18.3

17.4

17.4

7.9

7.7

4.3

4.0

4.5

2.0

32.9

0 10 20 30 40

自然がいっぱいあるまち

安心で安全なまち

すべての人に優しいまち

ごみひとつないきれいなまち

買い物や生活が便利なまち

スポーツや健康づくりがさかんなまち

にぎやかで活気があるまち

バスや電車などの交通が便利なまち

人々のふれあいがあるまち

みんなで新しいことに取り組むまち

芸術や文化活動がさかんなまち

その他

無回答

総数=2521
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第2章 まちの現状認識と課題 

1 時代の潮流と大震災が残した教訓 

① 時時刻刻と変わる世界経済動向と産業の変化 

世界経済をリードしてきた欧米諸国や日本が財政危機や長引く不況から脱却で

きずにいる一方で、中国やインドといった新興国の急激な経済成長により、世界経

済事情は時時刻刻と大きく変化しています。 

くらしや産業などが国際社会との関わりを強めていく背景には、企業間競争が、

これまで以上に激化し、海外展開する企業の増加による雇用等の国外流出や国内市

場の縮小という現実があります。 

本市では、経済事情の変化と国の動向等を的確に捉え、国際的な視野、危機意識

を持ちながら、地域特性を生かした個性ある地域づくり、産業の活性化、交流の拡

大に取り組んでいくことが重要です。 

② 人口減少社会の到来と超高齢社会の本格化 

平成 22（2010）年の国勢調査によると日本の総人口は、1億2,805万 7,352

人と僅かに増加しましたが、調査開始以来最低の伸び率となりました。年齢構造で

は、老年人口比率が超高齢化の指標である21％を超え、23.0％となりました。一

方で、経済活動を支える生産年齢人口は 63.8％、将来を担う年少人口は 13.2％

と、共に減少しました。また、国立社会保障・人口問題研究所が行う将来推計によ

ると今後、長期の人口減少過程に入ると予測されています。 

東京の人口は、増加基調にあり、初めて1,300万人を超えました。東京都では、

当分の間増加を続けるものの増加幅は徐々に狭まり、平成 32（2020）年頃の

1,335万人程度をピークに減少に転じるものと推測しています。 

本市においては、国勢調査の結果139,339人となり、初めて人口が減少しまし

た。また、年齢構造を見ると、老年人口は23.2％と増加し、生産年齢人口は63.9％、

年少人口も 12.9％と、共に減少し、超高齢社会の本格化、生産年齢人口の流出、

少子化の進行など人口問題への取組は大きな課題です。 

③ 大震災や原子力発電所事故等を契機とする生活・社会環境の変化 

地震大国である我が国は、平成7（1995）年に発生した阪神・淡路大震災を経

験し防災への意識が高まっていたにもかかわらず、平成 23（2011）年に発生し

た東日本大震災は、未曾有の大災害となりました。これにより、人々のライフスタ

イルや価値観を大きく変えました。 

また、近年発生した新型インフルエンザや口てい疫などの感染症の流行や、世界

各地で発生している洪水、干ばつ、台風、豪雨、豪雪などの自然災害は、身近な問
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題として、市民生活を脅かす要因となっています。 

さらに、東日本大震災に起因する原子力発電所の事故による放射線被害は、エネ

ルギーに対する市民の意識を変え、再生可能エネルギーへの流れが強まりました。

それは、地球温暖化への対応にも拍車を掛け、資源や環境への関心が高まる結果と

なりました。 

本市においても大震災を契機として、防災や危機管理に対する意識を一層高める

とともに、地域特性をしっかりと踏まえて、地域防災計画の災害想定や自助・共助・

公助のあり方を見直し、想定外を許さない姿勢で、災害の被害を最小限にとどめる

ための減災対策を講じていかなければなりません。 

④ 地域コミュニティの重要性 

人口減少、少子・高齢化により家族の形態が変化し、若年層を中心とした生活ス

タイルの変化や地域を支えてきた人々の高齢化などによって、人々の地域コミュニ

ティ意識が急速に薄れていくことによるコミュニティ機能の低下が危惧されてい

ます。 

阪神・淡路大震災では、地域住民による被災者の救助・支援が速やかに行われ、

地域の役割や力がいかに大きいかを印象付けました。また、東日本大震災において

は、仮設住宅への入居や転居について、地域コミュニティの維持や孤独死防止に配

慮するよう対策が図られました。 

本市においても、地域コミュニティの中核である自治会の加入率の低下や、少

子・高齢化の進展、人口減少による過疎化を不安視する地域があるなど、地域の支

え合いの弱体化が懸念されます。 

⑤ 情報の活用の重要性 

情報通信技術の発展・普及に伴う社会の急激な変化が起こっています。情報通信

技術を情報交流の手段として活用することで、情報流通の費用と時間を低減できる

ほか、コミュニケーションや情報処理が飛躍的に向上するとともに、ネットワーク

上に人々の新しい活動、産業、生活環境を提供するなど情報活用のあり方が大きく

変化しています。 

本市においては、情報通信技術の強みと弱みをしっかりと踏まえて、情報の収集、

市民へ向けての情報提供、市外への情報発信など情報の持っている力を戦略的に活

用していくことが重要な課題です。 
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2 まちづくりの課題  

① 市民生活にあっては 

○ 本市は、地形や地質的な特性から、地震の揺れに対しては比較的強いと言われ

ている反面、土砂災害のおそれがあります。大震災を教訓として、地域防災計画

を見直すとともに、あらゆる災害・危機に対する減災対策・管理体制の確立が課

題です。 

○ 本市が直面している超高齢社会の到来に伴って今後顕著となってくる、買い物

弱者への対策が課題となってきます。 

○ 公園施設や市営住宅などの老朽化した施設の長寿命化への対応が課題です。 

○ 本市は、重大な事故や事件は少ないが、侵入窃盗、自転車盗難など身近な犯罪

や交通事故に対する防止策が課題となります。 

・・・・・安全で快適に暮らせるまち 

② まちの環境にあっては 

○ 本市には、広大な山林、多摩川の清流、美しい景観などがあり、これら自然資

源の保全への取組や有効活用を図ることは、重要な課題です。 

○ 開発から自然環境の保全へと転換を図った永山北部丘陵については、「青梅の

森」として今後市民が集い、憩える里山としての活用への取組が課題となります。 

○ ごみの減量化や二酸化炭素の排出量削減、再生可能エネルギーへの転換など、

環境保全活動に積極的に取り組んできました。しかし、原子力発電所の事故を機

に、エネルギー供給源の分散化、再生可能エネルギーの更なる活用に向けた取組

が課題となっています。 

・・・・・自然と共生し環境にやさしいまち 

③ 子育て・子育ちにあっては 

○ 安心して子どもを産み、子育てしやすい環境づくり、仕組みづくりなど、子育

て家庭に対する支援の充実が課題です。 

○ 自然や伝統・文化などが豊富な本市の地域特性を教育に生かし、学校、家庭、

地域の連携のもとで子どもたちの創造力、道徳心を養い、学力や体力の向上を図

っていくことが課題です。 

○ 高齢者と子どもの交流など、多世代交流ができる環境を整え、地域の温かい目

で見守りながら、子どもを育んでいくことが望まれています。 

・・・・・次代を担う子どもをみんなで育むまち 

④ 文化活動にあっては 

○ 本市には、歴史・伝統・文化資源が豊富にあります。市民一人ひとりがこれら
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の恵まれた地域資源に誇りを持ち、これを活用し、生涯にわたって学び、楽しみ、

充実した人生を送ることが重要です。また、生涯学習の成果を発表できる機会や

施設の整備を進めることが課題です。 

○ 本市には、青梅マラソンやカヌーなど多種多様なスポーツ・レクリエーション

活動に取り組むことができる環境や資源が豊富にあり、関係団体と連携し、より

一層スポーツ振興を図り、体力やスポーツ技術の向上および地域の活性化につな

げることが課題です。 

○ 国際交流や地域間交流による効果や成果を、地域の活性化や人材育成に生かす

取組が課題です。 

・・・・・文化・交流活動がいきづくまち 

⑤ 健康にあっては 

○ 超高齢社会の到来により、市民の健康づくりや元気な高齢者のために、運動習

慣づくりや健全な食生活の確立への対応が課題です。 

○ 市立総合病院を地域医療の中核として、民間の病院・診療所などの関係機関と

連携しながら適切に対応していくことが重要です。 

○ 医療費や介護負担が増加していくと見込まれることから、生活習慣病予防や介

護予防の対策を講ずることが課題となります。 

・・・・・みんなが元気で健康なまち 

⑥ 福祉にあっては 

○ 本市には、老人福祉施設や病院が多いという特性がありますが、高齢者が住み

慣れた地域で過ごしていくためには、地域包括支援センターとの連携を強化する

などの生活支援サービスや地域福祉活動の充実が課題となります。 

○ 障害者への相談機能等の充実を図ってきましたが、共生のまちづくりに向け、

就労支援など障害者の自立と社会参加を促進する支援の強化が求められていま

す。 

○ 長引く景気低迷などが要因となって生活保護世帯が増加しており、自立支援へ

の取組が課題となっています。 

・・・・・やさしい福祉のまち 

⑦ 産業にあっては 

○ 少子・高齢化の進展など社会経済状況の変化や、小売業の販売額の低下、工場

数や従業者数の減少といった危機的な状況を踏まえ、地域産業の振興は重要な課

題となっています。 

○ 全国的に雇用情勢は、依然として厳しい状況にあり、都心近郊である立地特性

を生かした雇用の創出・確保が課題となっています。 
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○ 御岳山、多摩川、昭和レトロの町並みなど豊富な観光資源に恵まれているもの

の、観光客数は減少傾向が続いており、新たな交流人口の獲得が期待されていま

す。 

○ 青梅を代表する観光資源である梅については、ウメ輪紋ウイルスによる被害が

市内全域に及んでいることから、確実な防除対策と梅の里の再生の取組が課題と

なっています。 

○ 農林業従事者の減少が進んでおり、農耕地や森林の維持保全が懸念されていま

す。 

・・・・・活気ある産業で雇用が生まれるまち 

 ⑧ まちの基盤にあっては 

○ 業務核都市である本市は、多摩地域の拠点として地域全体の発展や自立性を高

めていくことが期待されており、一層の機能集積が求められています。 

○ 官公庁施設の集約化を図るなど、ケミコン跡地周辺の有効活用について検討し

ていくことが課題です。 

○ 物流拠点として検討している圏央道青梅インターチェンジ北側地区について

は、課題解決に取り組み、具現化を図っていくことが重要です。 

○ 幹線道路の整備などによる道路ネットワークの完成や山間部と中心市街地と

を効果的に結ぶ公共交通の充実が求められています。特に、高齢者など交通弱者

に対する配慮が課題です。 

○ 北部・西部地区の水洗化に向けた取組など、都市活動を支える基盤整備が望ま

れています。 

・・・・・都市基盤が整う魅力あるまち 

⑨ 市民の参画・協働にあっては 

○ 自治会の加入率は、多くの地域で年々低下しており、自治会への加入促進を図

るとともに、行政と地域の各コミュニティ組織との相互連携を強化していくこと

が求められています。 

○ 青梅ボランティア・市民活動センターの開設や、市の推進体制・制度の確立な

ど、市民が参画・協働するための基盤を整えていますが、市民の認知度を向上さ

せる対策や、市民が参画・協働するための機会づくりなどの課題があります。 

○ 人権尊重や平和思想の普及については、継続的な取組が重要です。 

○ 高齢者や女性が、持てる力を十分に発揮し社会を支える一員として、地域社会

の中で生き生きと活躍できる環境づくりが課題となっています。 

・・・・・みんなが参画し協働できるまち 
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⑩ 行政運営にあっては 

○ 広大な面積を有する本市だからこそ、地域の実情にあった最適できめ細やかな

行政サービスの提供に努めていくことが重要です。 

○ 高度化する情報通信技術を活用した情報関連施策の推進と同時に、本市の現状

を踏まえ、情報の入手方法がない方に対する情報弱者対策が課題です。 

○ 市税などの経常的な一般財源が減少傾向にある一方で、社会保障関係経費は増

加し、この傾向は今後も続いていくものと予想され、本市の財政状況は、一層厳

しくなるものと見込まれます。「入るを量りて出ずるを為す」という基本的な考

えのもと、行財政改革を進め、財政の健全性を保ちながら、市民の生活の質が持

続的に向上できるよう行政運営を進めていくことが課題となっています。 

・・・・・持続的な行財政運営ができるまち 

3 将来を展望して  

本市が市制施行した昭和 26（1951）年以降、社会は、「戦後復興」、「高度成

長」、「技術革新」、「バブル経済の隆盛と崩壊」、「ＩＴ革命」、「低迷を続ける

経済」、「相次ぐ大震災」など様々な経験をした60年でした。また、世界連鎖不況

や大地震の恐怖、さらに、社会を支える人口は、少子化の進展によって総人口が平成

60（2048）年には1億人を割り込むと推計されています。 

将来の予測が難しい社会状況ではありますが、こうした社会経済の動向を踏まえた

長期的な将来展望のもとで、あらゆる世代の人々が「暮らしてみたい」・「暮らし続

けたい」と思えるまちを目指し、今後10年間の基本構想を描きます。 
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第3章 青梅市が目指す10年後のまちの姿 

1 基本理念 

本市を取り巻く社会環境、経済動向、地域ニーズの変化に対応し、厳しい時代を乗

り切っていくために3つの基本理念のもと、10年後を見通した将来像を描き、本市

が進むべき方向性を定めます。 

（1）豊かな自然環境の中で快適で文化的な生活が享受できるまち

都心近郊にありながら、豊かな自然環境に恵まれた立地の特性や歴史・伝統・文化

資源など本市が有する地域資源の全てを生かして、快適で文化的な生活が享受できる

まちを目指します。 

（2）人と人のこころのふれあいがあるまち 

郷土に対する愛着と誇りを持ち、豊かな社会性や生きる力、新しい価値を創造する

知恵や行動力を身に付け、未来を担うたくましい人材が育つ、人と人のこころのふれ

あいがあるまちを目指します。

（3）安全・安心なくらしが物質的・精神的に保障されるまち 

大震災を契機とする新たな課題に対応し、あらゆる世代が支え合い、健やかで安全

に暮らせるよう、防災、防犯、医療、福祉など多様な分野において、物質的にも精神

的にも市民の安全・安心のレベルアップが図れたくらしの実現を目指します。 
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2 まちの将来像 

 本市は、みどり豊かな山々と市の花である梅、東西に貫流する多摩川などの美しい清

流、脈々と受け継がれてきた歴史と文化といった優れた地域資源に恵まれています。 

 この豊かな自然環境や歴史・文化を市民は愛し、将来に渡って豊かな自然環境に恵ま

れたまちを望んでいます。 

 この魅力ある地域資源を未来へと引き継ぎながら、快適で安全・安心な生活基盤と活

気ある産業が整った環境の中で、子どもからお年寄りまであらゆる世代の市民が、生き

生きと元気で活力に満ちたくらしを営むことができ、日頃から心が通いあう地域コミュ

ニティの中で、心のふれあいのあるまちを将来像に描き、将来像の実現に向けて、着実

な歩みを進めます。 

 「ゆめ・うめ・おうめ」は、みんなの「ゆめ」が、「うめ」の花として咲き、やがて

「青梅」の実として結実し、暮らしやすいまち「青梅市」を築いていこうとする姿勢を

表現したものです。 

幾多の困難や危機に直面しても、多様な主体が手を取り合って困難に立ち向かい、こ

れをバネにして乗り越え、「うめ」に願いを託し、百花の魁と言われる梅の花のように、

暮らしやすい自律都市の「先駆け」を目指します。 

みどりと清流、歴史と文化、活力あるくらし、ふれあいのまち 青梅 

―ゆめ・うめ・おうめ― 
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3 まちづくりの枠組み 

（1）将来人口  

本市の人口は、これまで増加を続けてきましたが、平成22（2010）年の国勢調

査の結果139,339人と初めて減少に転じました。 

また、国勢調査の推移から予測される推計人口は、平成34（2022）年に134,000

人程度であると推定されます。年齢構成では、年少人口、生産年齢人口は減少し、老

年人口が増加して比率は、30%を超えます。 

今後、子育て支援や職住近接のまちづくりを進め、子育て世代の流入やこれに伴う

年少人口の増加を図り、平成34（2022）年の目標人口を138,000 人とします。 

平成 34（2022）年の推計人口および目標人口

               （単位：人） 

区 分 
平成 22年※ 推計人口 目標人口 

人口 割合 人口 割合 人口 割合 

年 少 人 口（0～14歳） 17,992 12.9% 15,006 11.2% 15,800 11.4% 

生産年齢人口（15～64 歳） 88,933 63.8% 75,606 56.3% 78,500 56.9% 

老 年 人 口（65歳以上） 32,250 23.1% 43,632 32.5% 43,700 31.7% 

合 計 139,339  134,244  138,000

※平成22年国勢調査結果（年齢不詳者を含む） 

（2）財政運営 

我が国の厳しい経済状況を反映して、税収等が低迷する一方、行政需要は増加、多

様化しており、本市においても財政運営は、今後ますます厳しくなるものと考えられ

ます。 

このため、歳入については、基幹財源である市税収入の確保、税源のかん養および

受益者負担の適正化などにより、自主財源を高める努力を行います。 

また、歳出については、行政改革の推進により経費の節減を図り、弾力性のある財

政運営に努めるとともに、時代のニーズに合った事業に積極的に取り組んでいきます。 

さらに、市に与えられた貴重な財源である収益事業について、市財政に寄与できる

よう売上げの向上や開催経費の削減など、経営改善を強力に推進し、収益の確保に努

めていきます。 
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（3）土地利用方針 

① 基本方針 

土地は、限りある資源であり、市民生活や各種活動の基盤となるものです。 

土地利用に当たっては、長期的な視点に立って地域特性を生かしながら、自然環

境と都市環境の調和のとれた総合的・計画的な利用を推進し、有効利用を図り、都

市の健全な発展に努めます。  

また、森林や農地の多面的機能をより高めていくとともに、地形の特性を踏まえ

て安全で安心できる市民生活の確保に努めます。  

② 土地利用の方向 

恵まれた自然環境を生かしつつ、健全で秩序ある都市の発展を図るため、市街化

区域と市街化調整区域の区域設定にもとづき土地利用の方向を定めます。  

また、基本方針の実現に向けては、都市計画マスタープランで地域ごとの特性に

応じた土地利用に関する具体的な施策の方針を示します。 

新規鉱山・採石事業は認めません。なお、既設の鉱山・採石事業地の拡張につい

ては、市民の理解を前提に、環境への配慮を十分に踏まえ総合的に判断します。 

また、自然と居住環境に影響がある墓地、動物霊園関連施設、廃棄物処理施設な

どについては、住民が安心できるくらしを守るため、適正な規制を図ってまいりま

す。 

○市街化区域  

市街化区域は、市街地として積極的に整備する区域であり、住宅や生活利便施設、

産業等の秩序ある土地利用を図ることにより、都市の活力と良好な居住環境を創出し

ます。  

○市街化調整区域  

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですが、これまで青梅市が目指してき

た保全と開発の基本方向を継承しつつ、社会環境変化や地域特性などを踏まえ、以下

の6つのゾーンに区分し、土地利用の調和を図ります。 

ゾーン区分設定 

① 自然環境保全ゾーン 

  自然環境資源としての資質を維持し、積極的に保全を図るゾーンです。地形の改

変、施設の立地は基本的に認めません。なお、自然環境に影響のない範囲で農林業

について振興を図ります。 

② 自然環境活用ゾーン 

  自然環境と自然の公益的機能の保全を図りつつ、自然を損なわない範囲での活用

は可能とするゾーンです。大規模開発は、原則として認めません。 
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③ 新市街地計画ゾーン 

都市的土地利用を計画的に誘導していくゾーンです。開発に当たっては、周辺環

境との調和に配慮し、新たな産業立地なども含めて機能的な市街地を目指します。 

④ 農・住環境調和ゾーン 

  農・住環境の調和のとれた地域として活性化を図っていくゾーンです。地域の特

性を踏まえた生活基盤整備などによる居住環境の向上と、農業の振興を図ります。 

⑤ 農業環境保全ゾーン 

農業系の土地利用を維持・保全していくゾーンです。 

  治水、環境保全など、農地が持つ多面的機能を重視するとともに、市民が農業に

ふれあう空間として維持・保全に努めます。 

⑥ 多摩川保全ゾーン 

清流や河岸の緑を積極的に保全していくゾーンです。 

  水質汚濁防止や、水辺環境の保全に努めるとともに、散策路整備などを進め、生

活に潤いのある空間として活用を図ります。 

  また、周辺市街地との調和を図るため、土地利用の制限等を検討します。 

※「将来活用エリア」（成木地区の鉱山・採石事業地） 

  鉱山・採石事業地は、事業完了後、森林など自然環境への復元を図ることを基本

としつつ、周辺環境に配慮して特性を生かした跡地の将来活用を図る地域として位

置付けます。 

凡 例 
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4 まちのあり方の視点―持続可能な都市を目指す5つの視点 

3つの基本理念のもと、施策を推進するための柱となる「まちづくりの基本方向」

の全てに重層的に関わりあう、特に重視すべき5つの要素を「まちのあり方の視点」

として設定します。 

（1）安全・安心 

高齢者、障害者、子どもをはじめ、あらゆる人々が健やかで安全に暮らせるよう、

市民の安全・安心の質を更に向上させていきます。 

（2）利便性・快適性 

本市の広範な面積や起伏のある地形から生ずるまちづくりの諸課題を、知恵と工夫

により克服し、生活の利便性・快適性の質を高めていきます。 

（3）人と人との支え合い（絆） 

地域の絆を育み、力に変えていくまちづくりを本市ならではの強みとして、自助・

共助・公助のバランスの取れたまちづくりを推進していきます。 

（4）地域資源の有効活用 

多様な地域資源を生かし、文化、観光、教育、福祉、健康等の機能の拡充を図るこ

とで「青梅らしさ」を醸し出すまちづくりを実現していきます。 

（5）健全な財政運営 

本市の地域特性を踏まえて、守るべきものと変革すべきものとの整合を図りつつ、

健全な財政基盤の確立を図り、必要なサービスを継続的・発展的に提供できるまちづ

くりを進めます。 
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5 まちづくりの基本方向 

3つの基本理念のもと、10の基本方向を柱として、計画的にまちづくりを進めま

す。 

（1）安全で快適に暮らせるまち 

市民の安全な生活を守るため、あらゆる災害・危機に対する被害想定を改め、防災、

消防、防疫対策の充実、危機管理体制の強化を図ります。 

快適な市民生活に向けて、住宅の耐震化や公園施設の整備などを推進していきます。 

市民の現状を的確に把握し、高齢者をはじめとする生活弱者などへの対応について

は、様々な方面から取組を進めていきます。 

市民が安心して生活が営めるよう防犯に対する対策の推進や交通安全対策、消費者

被害の防止などに取り組みます。 

（2）自然と共生し環境にやさしいまち 

本市の地域資源である緑豊かな森林や、市を東西に貫流する多摩川をはじめとする

河川の清流などを守るため、公害の防止など環境の保全に努めるとともに、地球環境

に配慮した取組を進めていきます。 

また、森林・河川を保護し、その機能や植生を利用して、土砂災害の防止や二酸化

炭素の吸収、自然とのふれあいの場など、市民生活に生かすための整備に取り組みま

す。 

市民一人ひとりをはじめ団体や企業に対して、ごみの減量、再資源化などの4Ｒ（ご

みの減量化（リデュース）、再利用（リユース）、資源の再生利用（リサイクル）、

ごみの発生源となるものの受け入れを断る（リフューズ））に対する意識の高揚を図

るとともに、環境美化活動の推進を図っていきます。 

また、エネルギー供給源の一極集中を回避するため、再生可能エネルギーや新たな

エネルギー供給システムの導入に関する取組を進めていきます。 

（3）次代を担う子どもをみんなで育むまち 

多様化する保育ニーズに対応するとともに、地域や多世代間の交流の促進、相談機

能等の充実を図るなど、安心して子どもを産み、育てられる環境づくりを進めていき

ます。 

子どもたちが学力、道徳心や体力を育み、郷土を愛する創造性豊かな人間として成

長できるよう、家庭、学校、地域が連携し、青梅の良さを生かした青梅独自の教育の

充実、推進を図っていきます。 
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（4）文化・交流活動がいきづくまち 

誰もが生涯にわたって、学び、楽しみ、その成果が地域に生かせる施策を推進する

とともに、互いの人格を尊重し、支え合うことができる社会の実現を目指します。 

豊かな自然に包まれた青梅の歴史・文化・伝統を学び、郷土としての誇りを育む施

策を推進します。 

体力、運動能力の向上、健康の保持増進などに向けて、市民が生涯にわたり、各ラ

イフステージに応じてスポーツ・レクリエーション活動を楽しめるよう、活動の機会

や施設の整備などを進めます。 

地域間交流を通じて相互の文化交流や地域活性化を図るとともに、国際交流を通じ

て国際理解と国際感覚を育む機会づくりに努めます。 

（5）みんなが元気で健康なまち 

みんなが元気で健康なまちを目指し、市民への健康に対する意識の啓発や生涯を通

じた健康づくりの取組を推進します。 

市立総合病院では、地域に信頼される良質で高度な医療サービスを提供します。ま

た、民間の病院・診療所などの関係機関との連携を強化し、地域で適切な医療を受け

ることができる体制を確保していきます。 

（6）やさしい福祉のまち 

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って、安心して元気に暮らすことができる

環境づくりや、障害者が地域と共に安心し自立した生活が送れる「共生のまちづくり」

を目指します。また、利用者である高齢者や障害者、その家族が求める介護・福祉サ

ービスの質の維持や向上などの施策を推進します。 

市民への福祉意識の啓発と地域活動を促進するとともに、関係機関との連携を図っ

ていきます。  

相互扶助である社会保険制度を持続させることから、国民健康保険や介護保険につ

いては、給付と負担のバランスを配慮した健全な運営に努めます。 

（7）活気ある産業で雇用が生まれるまち 

まちのにぎわいを創出する商店街の魅力向上や産業構造の多様化に対応した中小

企業の基盤強化などを支援し、商工業の振興を図るとともに、新たな産業の育成、企

業の誘致を進め、地域経済の活性化と市民の安定的な雇用の確保に努めます。 

自然や歴史、文化などの豊かな地域資源を生かし、多様化する観光ニーズに応えて

いきます。 

農地や森林の持つ多面的な機能にも留意し、農林業における担い手の育成や、経営

の効率化・多角化の支援、魅力ある地産地消の推進を図っていきます。 



24 

（8）都市基盤が整う魅力あるまち 

中心市街地に集積した商業・業務・居住などの諸機能を活用し、更なる都市の魅力

の向上、にぎわいの醸成を図り、特色ある地域拠点の形成に努めます。 

鉄道駅やインターチェンジ周辺などにおいて、優れた立地条件を生かした整備を推

進します。 

幹線道路の整備を推進し、災害時にも機能する道路ネットワークを構築するととも

に、安全で人にやさしい生活道路の整備を進めます。また、地域特性や利用者ニーズ

を生かした、誰にでも使いやすくきめ細やかな公共交通の充実に努めます。 

誇りと愛着の持てる、美しく優れた景観を持つまちづくりを進めます。 

公共下水道、合併処理浄化槽の整備の推進による全市水洗化を進め、より良質な都

市生活を実現します。 

（9）みんなが参画し協働できるまち 

まちづくりに対する市民の理解と情報の共有化を図り、市民のまちづくりへの参画

を推進します。また、ＮＰＯやボランティア、企業などと連携・協働して諸課題に対

してきめ細かに取り組んでいきます。

また、地域の力を育み、日頃から人と人との心のふれあいを促進するため、自治会

を中心とした地域コミュニティを支える地域活動を支援するとともに、市民センター

を地域の中心的拠点として機能強化を図ります。 

市民が互いに尊重し、認め合う社会の実現のため、人権、平和、男女平等参画の取

組を進めます。 

（10）持続的な行財政運営ができるまち 

行政課題や市民ニーズは多様化・高度化しており、既成概念に捉われない行財政改

革の推進や職員の能力向上による市民サービスの向上に努め、近隣市町村との連携を

強化して課題に取り組むなど、的確かつ効果的に施策を推進していきます。 

情報通信技術の特性を生かし、市民生活や地域活性化に向けて効果的な情報活用を

図るとともに、誰もが支障なく安心して情報を得られる環境づくりを進めます。 

厳しさが増す財政事情を踏まえ、既存公共施設の保全や運用については適切な対応

を図ります。また、歳入の確保に徹底して取り組み、歳出は、真に必要なサービスを

見極め、費用対効果を高めていくなど、持続的で健全な財政の確立を目指し、行政経

営に取り組みます。 

収益事業は、経営改善に継続して取り組み、収益の確保に努めます。 
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6 まちの将来像の実現に向けて 

我が国は、あらゆるものが右肩上がりの社会・経済状況を経験してきました。現下

の日本は、長期景気低迷、人口減少、超高齢社会、未曾有の災害、転換するエネルギ

ー政策など、将来が不透明な状況にあり、この状況は、基礎自治体である本市におい

ても同様であると言えます。 

しかし、このような時であるからこそ、市民生活の安全・安心が確保され、子育て

世代が本市で充実した時間を過ごし、子どもたちが夢を持つことができ、高齢者が元

気に生きがいを持った生活ができるまちを目指し、市民と行政とが連携・協働し、民

間活力や市民活動団体等の多様な担い手の参画・協力のもとで、一丸となって活力あ

ふれるまちづくりを進めていくことが重要です。 

このような時代を乗り切っていくために、基本構想に示す3つの基本理念のもと、

まちのあり方の視点を重視した、10のまちづくりの基本方向であらゆる分野におけ

る施策に取り組み、選択と集中による施策の重点化を図り、費用対効果の見極めや適

正な事業評価のもとで、真に市民にとって必要なサービスを提供していきます。さら

に、暮らしやすさの視点に立ち、青梅市の良さを生かし、戦略的にまちづくりを進め

るため、様々な分野や施策が連動し合える仕組みのもとで、行政と、市民、地縁組織、

市民活動団体、民間活力、専門家等の多様な担い手が連携・協働してまちづくりを進

め、まちの将来像の実現に向けて一丸となって取り組んでいきます。 
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第1章 基本計画の考え方 

1 計画の目的 

この基本計画は、基本構想に定めた青梅市の将来像の実現に向けて、施策を体系

化し、施策の推進の目的や目標、取組の考え方を示すことで、総合的かつ計画的な

行財政運営の基本とするものです。 

2 計画の役割 

この基本計画は、次のような役割を持ちます。 

 （1）市政運営を自律的かつ継続的に経営的観点を持って推進するための総合指針 

 （2）市政やまちづくりに市民が参画・協働するための共通した目標 

 （3）国や東京都に対して、必要な施策や事業を行うための市としての主張 

 （4）近隣市町村等との間で相互に協力や調整、連携を図るための指針 

3 計画の期間 

この基本計画は、平成34（2022）年度を目標年次とする10年間の基本構想

にもとづく、平成 25（2013）年度から平成 34（2022）年度までの 10 年間

を計画期間とします。 
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4 地区別将来人口および世帯数の推移 

計画期間における地区別の人口推移は、平成 23（2011）年 1 月 1 日現在の

住民基本台帳人口を基準とし、国勢調査との整合を図りつつ推計したところ、平成

34（2022）年までの人口推計結果は以下のとおりとなり、市全体では134,000

人程度となることが見込まれます。また世帯数については、少子化の進行や高齢者

のみ世帯の増加などにより 1 世帯当たりの人数が減少傾向にあることから世帯数

の増加が見込まれますが、地区によっては、人口減少と同様に世帯数についても減

少する地区もあります。 

これに対して、様々な施策展開による人口増加を目指し、目標人口を138,000

人とします。 

地区別人口および世帯数の推移予測 
 （単位：人） 

   年 

地区 

平成24年 
（2012） 

平成29年 
（2017） 

平成34年 
（2022） 

世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 

青 梅 5,020 11,596 5,041 10,704 5,023 9,844

長 淵 9,171 21,967 8,709 20,610 8,286 19,341

大 門 8,522 20,641 8,815 20,837 8,974 20,816

梅 郷 4,363 11,061 4,466 11,221 4,505 11,144

沢 井 1,563 3,785 1,486 3,467 1,371 3,136

小 曾 木 2,271 4,376 2,184 4,020 2,054 3,711

成 木 1,133 2,241 1,123 1,995 1,083 1,767

東 青 梅 7,611 16,244 7,887 15,481 8,022 14,661

新 町 8,416 20,033 9,142 21,671 9,689 22,815

河 辺 7,573 16,183 7,876 16,241 8,114 16,035

今 井 4,694 11,283 4,775 11,184 4,870 10,958

計 60,337 139,410 61,504 137,431 61,992 134,228

※各年10月 1日現在（ただし、平成24年については4月1日現在の実績） 
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5 財政見通し 

少子・高齢化、生産年齢人口減少、消費税をはじめとする国の税制改正の動向等、

財政運営に影響のある社会動向を踏まえた、計画期間における一般会計における財

政見通しです。 

なお、この財政見通しにもとづく考え方および特別会計については、第10章「持

続的な行財政運営ができるまち」の「健全財政」の中で記述しています。 

平成 25（2013）年度から平成29（2017）年度までの5年間の財政見通し 

（単位：億円） 

歳 入 歳 出 財源過不足 

市 税  人 件 費  

国庫支出金  扶 助 費  

都 支 出 金  公 債 費  

諸 収 入  投資的経費  

市 債  繰 出 金  

そ の 他  そ の 他  

合 計  合 計   

平成 30（2018）年度から平成34（2022）年度までの5年間の財政見通し 

（単位：億円） 

歳 入 歳 出 財源過不足 

市 税  人 件 費  

国庫支出金  扶 助 費  

都 支 出 金  公 債 費  

諸 収 入  投資的経費  

市 債  繰 出 金  

そ の 他  そ の 他  

合 計  合 計   
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第2章 基本計画の体系 

基本構想で示されたまちづくりの基本方向にもとづいて設定する施策分野の体

系は以下のとおりとなります。 

第 6次青梅市総合長期計画基本計画の体系 

3 防犯・消費者保護

4 住宅

5 公園・緑地

1 安全で快適に暮らせるまち 1 防災・消防

2 交通安全

3 生活環境

4 循環型社会

3 次代を担う子どもをみんなで育むまち 1 子育て支援

2 自然と共生し環境にやさしいまち 1 森林

2 水辺環境

4 文化・交流活動がいきづくまち 1 生涯学習

2 歴史・文化・芸術

2 家庭教育

3 学校教育

4 青少年活動

2 医療体制・市立総合病院経営

6 やさしい福祉のまち 1 地域福祉

3 図書館

5 都市間交流

5 みんなが元気で健康なまち 1 予防・健康づくり

4 スポーツ・レクリエーション

5 生活保護

6 社会保障

7 活気ある産業で雇用が生まれるまち 1 農業・林業

2 高齢者福祉

3 障害者福祉

4 ひとり親福祉

8 都市基盤が整う魅力あるまち 1 都市形成

2 工業

3 商業

4 新産業

2 道路

3 公共交通

4 下水道

5 観光

6 雇用

まちづくりの基本方向 　　施策分野

2 情報推進・活用

3 公共施設保全・整備

4 健全財政

2 人権・平和

3 男女平等参画

10 持続的な行財政運営ができるまち 1 行政運営

5 河川・砂防

6 都市景観

9 みんなが参画し協働できるまち 1 市民参画・協働



第2部 各論 
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第1章 安全で快適に暮らせるまち 

1 防災・消防 

現状と課題 

東日本大震災の発生後、地震をはじめとする自然災害等に対する安全性の確保に

関して、市民の意識がより一層高まっており、防災・消防体制の強化が大きな課題

となっています。 

東日本大震災では、防災機関自体の被災により、活動能力が著しく低下する問題

が浮き彫りとなり、市民が自らの命を守る「自助」、地域の住民がお互いに助け合

って地域の安全を確保する「共助」による地域の防災力向上の必要性が再認識され

ました。 

平成 24（2012）年4月に東京都から公表された首都直下地震等による被害想

定によると、立川断層帯地震における青梅市の被害の規模は、今までの多摩直下地

震に比べ最大震度 7 の地域が出るとともに、避難者数が約 3 倍になるなど、過去

の被害想定から大幅に見直されています。 

本市では、これまで「青梅市地域防災計画」にもとづき、防災体制の強化に努め

てきました。 

しかし、新たな被害想定や土砂災害といったあらゆる災害危機に対する減災対策、

避難体制・情報連絡体制の確立が課題となっています。 

また、自治会加入率低下に伴う地域コミュニティの減退が進んでいることから、

地域の防災体制の要である自主防災組織の強化、高齢者および障害者といった災害

時要援護者の地域支援体制の推進も新たな課題となっています。 

今後は、行政、防災関連機関、市民が一体となった総合的な防災体制を確立して

いく必要があります。 

消防体制は、常備消防として、東京消防庁の青梅消防署、日向和田出張所、長淵

出張所が設置されているほか、非常備消防として、消防団（8個分団）が組織され

ており、互いに連携しながら防火・防災に努めています。 

しかし、消防・救急活動に対する市民ニーズが高度・多様化してきているほか、

消防団員の確保が困難になってきており、これらへの対応が課題となっています。 

このため、常備消防・救急体制の充実を進める一方、新たな消防団員制度の導入

や事業所への働きかけを行うなど地域の消防力を担う消防団の活性化対策を推進

するとともに、消防施設・設備の整備充実を進めていく必要があります。 
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基本方針 

平成 23（2011）年3月 11日に発生した東日本大震災などの大規模な自然災

害を教訓に、地震や土砂災害をはじめ、あらゆる災害から市民の生命、身体および

財産を守るため、「青梅市地域防災計画」の抜本的な見直しを行います。 

市民が安全な生活を送れるよう、防災体制・消防体制の強化、救急・救助体制の

充実を図ります。 

また、市民や企業等に対して自助・共助・公助の役割認識の浸透や防災意識の向

上、耐震化の促進等を図り、災害に強いまちづくりを推進します。 

基本施策 

（1）地域防災体制の整備 

本市の防災対策・災害対応の総合的かつ基本的な計画となる、「青梅市地域防災

計画」については、「首都直下地震等による東京の被害想定」や「東京都地域防災

計画」等にもとづき抜本的な見直しを行います。 

見直し後の「青梅市地域防災計画」や新たに策定した「青梅市業務継続計画」等

にもとづき、市および防災関係機関、市民が一体となった総合的な防災体制の確立

を進め、あらゆる災害、新たな危機に対し、適切な対応を図るほか、被災地への支

援体制の整備を進めてまいります。 

備蓄品・備蓄倉庫・避難所の見直しや災害協定の締結により、災害発生時の避難

者に対応できる避難所の確保や運営体制の確立を図ります。 

また、長期的な避難者や関連自治体との災害協定等による被災者の受入れ等に対

応する施設の確保に努めます。 

さらに、地域の社会福祉施設との協定による二次避難所の確保にも努めます。 

風水害に対しては、適切な避難行動ができるよう、地域の特性に即した避難計画

等を定め、実践的な土砂災害に対する避難訓練や水防訓練により避難体制を確立し

ます。 

防災行政無線のデジタル化を推進するとともに、難聴地区の解消など災害時の

情報伝達手段の整備・充実を図ります。 

また、「青梅市国民保護計画」にもとづき武力攻撃等からの保護対策の推進を図

ります。 

（2）消防体制の充実 

消防団の重要性等に関して市民への意識啓発を図りながら、「消防団組織等検討
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懇談会」の報告を踏まえ、団員確保のため、新たな消防団員制度の導入など対策を

強化するとともに、訓練・福利厚生の充実など消防団活性化対策を推進します。 

また、消防設備や消防水利の計画的な整備を進めます。 

東京都と連携し消防・救急・救助などの常備消防体制の強化を図るとともに、青

梅消防署の新たな出張所の設置や救急車の増配置などを東京都に働きかけます。 

（3）市民の防災意識高揚に向けた取組の強化 

「地区防災計画」を策定するとともに、自主防災組織の強化や災害時要援護者支

援体制の充実、近隣住民の安否確認、避難路・避難場所・避難所の周知徹底など各

地区の状況に合わせた地域防災力の向上を図ります。 

市民の防災意識の高揚に向けた広報・啓発活動の推進や実戦的な総合防災訓練の

実施を図るとともに、自主防災組織の強化や防災リーダーの育成を進め、地域防災

の基本となる自助・共助の精神にもとづいた地域における防災体制の確立に努めま

す。 

また、防災ハンドブック、土砂災害や洪水に関するハザードマップなどによる防

災知識の普及・啓発、耐震改修の促進、家具転倒防止器具への助成、避難時持ち出

し用品の準備など市民自らの減災行動を奨励します。 

（4）災害に強いまちづくり 

自然環境の保護・保全に配慮しつつ、森林や河川の保全・整備を図るとともに、

必要に応じて国や東京都に働きかけます。 

市民センター施設や下水道施設、道路や橋りょうなど公共施設の耐震化および老

朽化への対応を計画的に図ります。 

また、緊急輸送道路の機能を確保するため、沿道建築物の耐震化の促進を図りま

す。 
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2 交通安全 

現状と課題 

交通事故件数および交通事故死者数は、いずれも全国的に減少傾向にありますが、

高齢者関連事故や自転車関連事故の割合が年々高くなっています。 

本市では、青梅警察署や青梅交通安全協会と連携し、春秋の交通安全運動や交通

安全講習会の実施、交通公園での交通安全教室、高齢者を対象とした交通安全教室、

小学 3 年生を対象とした自転車運転免許教室や各種キャンペーンを実施するとと

もに、関係機関と連携して交通安全施設の整備を進めています。 

こうした取組の結果、市内における交通事故死傷者数は減少傾向にあり、死亡者

数は、平成22（2010）年は3人、平成23（2011）年は0人となっています。 

今後は、高齢者や自転車の交通事故の割合が高いことを考慮し、交通安全意識の

高揚や交通安全施設の整備など、交通安全対策全般の一層の強化を進めていく必要

があります。 

駅周辺の交通環境の整備のため自転車等駐車場など、放置自転車の防止に努めて

います。 

基本方針 

交通事故の減少に向け、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

「青梅市交通安全計画」にもとづき、青梅警察署や青梅交通安全協会などの関係機

関と協力し、交通安全意識の向上や交通安全教育の充実、高齢者対策などを図りま

す。 

また、交通安全施設の点検・改修など安全で円滑な交通環境の整備を推進します。 
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基本施策 

（1）交通安全意識の高揚と交通安全知識の普及・啓発 

青梅警察署や青梅交通安全協会など関係機関・団体との連携のもと、幼児から高

齢者まで各年齢層に応じた交通安全教育、広報・啓発活動を推進し、市民の交通安

全意識の高揚、交通安全知識の普及に努めます。 

（2）交通安全対策の充実 

国・都道の交通安全施設の整備充実や交通事故多発箇所の改善等を要請していく

とともに、市道については、通学路や交通量の多い路線を中心に、路面表示等の交

通安全施設の整備・充実を図ります。 

交通事故にあった際の見舞金制度である交通災害共済制度（ちょこっと共済）へ

の加入促進を図ります 

また、交通事故の防止と交通事故による被害の軽減を目的として、幼児・児童用

自転車ヘルメットの購入助成を図ります。 

交通安全知識の普及の場である、交通公園については、施設の整備や適正な管

理・運営に努めます。 

（3）放置自転車対策の推進 

放置自転車防止に向けた啓発活動をはじめ、放置自転車禁止区域の設定など放置

自転車の減少に向けた施策の推進に努めます。 

また、駅周辺での自転車等駐車場の整備を行うとともに、適正な管理・運営に努

めます。 
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3 防犯・消費者保護 

現状と課題 

子どもが被害者となる凶悪犯罪の発生、犯罪の低年齢化、インターネットや電話

を用いた犯罪など、多様化する犯罪からの安全性の確保が重視されています。 

本市では、平成16（2004）年に「青梅市安全・安心まちづくり条例」、平成

24年（2012）4月に「青梅市暴力団排除条例」を制定し、市民が安全で安心し

て暮らせるまちづくりに向け、青梅警察署や青梅防犯協会と連携し、防犯活動を進

め、犯罪の未然防止に努めています。 

平成 23（2011）年に市内で発生した刑法犯は 1,221 件となっており、近年

大きな社会問題になっている高齢者を狙った、いわゆる振り込め詐欺の被害が増加

しています。 

今後とも、犯罪のない安全・安心な社会づくりに向け、防犯意識の高揚や個人、

学校、地域の連携を深め、地域ぐるみの防犯体制の強化を図る必要があります。 

消費者保護については、市民ニーズの多様化や規制緩和、高度情報化、国際化な

ど社会情勢が大きく変化する中、多種多様な商品や消費者のサービスの選択肢が増

加する一方、消費者問題も複雑・高度化しています。 

本市では、国や都の消費生活センター、西多摩地域広域行政圏内の市町村の消費

生活担当など関係機関との連携のもと、消費生活相談員による相談業務を実施して

いるほか、啓発リーフレットの配布、消費者月間や市民のくらし展などのイベント

等を通じた消費生活情報の提供を行っています。 

今後も、高齢化社会の到来に伴う高齢者の消費生活上のトラブルや高度情報化時

代における電子商取引上の消費者トラブルの増加が予想されることから、消費者被

害の未然防止のため、関係機関と連携しながら、市民への啓発活動や相談業務の充

実、消費者団体への支援を図る必要があります。 

また、都から市に権限移譲された家庭用品品質表示法等にもとづく立入検査等の

実施体制の充実が必要となっています。 

基本方針 

犯罪のない明るい住みよいまちを目指して、青梅警察署や青梅防犯協会などの関

係機関と連携し、犯罪を未然に防ぐ取組を進めるとともに、地域の自主防犯組織な

どへの活動支援や防犯体制の強化を推進します。 

また、安心して消費生活ができるよう、特に高齢者等の消費者被害の防止のため

の啓発活動の充実と消費者保護体制の強化を図ります。 
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基本施策 

（1）防犯体制の強化 

「青梅市安全・安心まちづくり推進協議会」による施策決定のもと、青梅警察署

や青梅防犯協会など関係機関・団体との連携した広報・啓発活動をはじめ、メール

配信サービス、防災行政無線を活用した情報提供、防犯パトロール等を推進し、市

民と一体となった防犯体制の強化、市民の防犯意識の高揚を図ります。 

地域での自主的なパトロール活動支援します。 

児童・生徒を犯罪から守るため、防犯ブザーの貸与や、青梅こども110番の家、

青色自主防犯パトロールカーなどの取組を進めます。 

また、高齢者などを犯罪から守るため、地域ぐるみの見守り体制づくりに努めま

す。 

夜間の歩行や自転車通行の安全性確保と犯罪の未然防止のため、街路灯の点検・

整備を進めます。 

（2）消費者意識高揚に向けた取組の強化 

東京都消費生活総合センターなど関係機関との連携のもと、広報紙や消費生活パ

ンフレット、消費者月間や市民のくらし展などイベントを通じ、消費者教育・啓発、

消費生活情報の提供に努め、消費者意識の高揚を図ります。 

また、関係機関と連携し、販売実態の調査や生活知識の啓発活動などに取り組み

ます。 

（3）消費者相談の充実 

多様化する相談内容、トラブルの未然防止と発生後の適切な対応のため、消費者

相談体制の充実を図るとともに、東京都や近隣市町村と連携を図ります。 
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4 住宅 

現状と課題 

良好な住宅・住環境の確保は、人々の定住を促進する重要な要素です。 

本市は、豊かな自然と歴史、伝統ある文化など優れた資源に恵まれ、また先端産

業が立地する職住近接型の都市として発展してきました。 

市営住宅の状況をみると、平成 24（2012）年 3 月末現在、27 団地 749 戸

（高齢者住宅を含む）を管理しており、世帯数に対する供給割合は1.41％で多摩

26市の中で最大となっています。 

しかし、市営住宅は昭和 50 年代以前に建てられた住宅が全体の 6 割を超え、

老朽化が進行しているため、今後の維持管理費用が増大することが想定されます。 

民間住宅については、旧耐震基準の住宅が多くあり、その住宅の安全性の確保が

急務となっているほか、マンションにおいても耐震性の確保や適切な維持管理など

の課題を抱えています。 

また、少子・高齢化などにより、平成20（2008）年住宅・土地統計調査では、

約10％の空き家があり、有効活用されていない住宅への対策も必要となっており

ます。 

今後も、自然環境と調和した住環境の整備を進めるとともに、住宅の耐震化への

支援など安全性の確保や、高齢化や生活様式の変化に対応した住宅政策など住宅・

住環境に関わる様々な課題に対応していく必要があります。 

基本方針 

快適で安全な居住空間で、誰もが心豊かに生き生きと、自然と共に暮らす魅力あ

るまちづくりを目指し、総合的・計画的な住宅施策を進めます。 

多様化する社会情勢の中で、定住人口の確保や誰もが安心して住み続けられるま

ちとなるよう、行政と事業者等が連携する体制づくりに取り組むとともに、空き家

対策にも取り組みます。 

また、地震による住宅の倒壊等を未然に防止するため、耐震化の促進を図ります。 

市営住宅については、耐震化の推進と効率的な管理・運営に努めます。 
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基本施策 

（1）快適で安全な住環境の確保 

安全・安心・快適な住環境の確保に向け、「青梅市住宅マスタープラン」にもと

づき、少子高齢化や環境に配慮した、総合的・計画的な住宅施策・住環境整備を推

進します。 

市営住宅については、「青梅市市営住宅長寿命化計画」にもとづき、計画的な整

備・改修を図るとともに、適正な管理・運営に努めます。 

民間住宅については、耐震化やバリアフリー化の促進を図るとともに、空き家の

実態調査を行い、適正な管理方法や有効活用の検討など快適で安心した生活ができ

る住まい・住環境づくりを進めます。 

（2）新たな住宅施策の推進 

分譲マンションの適正な管理を推進する支援事業をはじめ、住宅関連事業者など

と連携する新たな仕組みにより、住宅市場を通じた住宅施策の検討・推進に取り組

みます。 
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5 公園・緑地 

現状と課題 

公園や緑地は、屋外での休憩、運動などのレクリエーション空間、地域交流、自

然とのふれあい、観光資源などの多様な市民ニーズに対応するとともに、震災時の

避難場所や景観形成機能など、市民生活を支える重要な役割を担っています。 

本市は、公園・緑地づくりの指針である「青梅市緑の基本計画」の一部見直しを

平成21（2009）年に行い、永山北部丘陵などの緑地の保全を進めました。市内

には、大規模な緑地から身近な公園まで様々な公園・緑地があり、平成23（2011）

年現在、都市公園等は93か所、総面積は58.9ha となっています。 

また、平成22（2010）年には、「青梅の森」を里山として保全、整備、運営

するための「青梅の森事業計画」を策定し、青梅の貴重な動植物が生息・生育でき

る環境の保全を進めるとともに、自然体験学習、レクリエーションの場としての活

用を図っています。 

今後は、老朽化した遊具の更新、計画的な維持管理など公園施設の長寿命化をは

じめ、公園のバリアフリー化、避難場所に指定された公園の防災機能の向上を図る

必要があります。 

また、様々な形による市民参画のもと、青梅の森など市の特性である緑豊かな環

境の保全・活用を一層図る必要があります。 

基本方針 

生活の憩いの場、防災、観光資源などの多面性をもつ公園の機能確保や施設・設

備の充実、崖線緑地や平地林の保全・整備を図ります。 

また、「青梅の森」を中心とした緑地の保全・整備や公園施設の計画的な維持管

理を推進します。 

市民、事業者、行政など多様な主体による緑化の推進や施設の管理を図ります。 
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基本施策 

（1）公園・緑地の整備・管理 

全ての市民にやさしい公園づくりを目指し、老朽化への対応やバリアフリー化、

安全性の確保の視点を踏まえ、「青梅市公園施設長寿命化計画」にもとづき、定期

的な点検を行いながら、釜の淵公園や吹上しょうぶ公園などの公園施設や緑地の計

画的な改修・整備を進めます。 

また、市民等の協力を得ながら、適切な施設の維持管理に努めます。 

（2）緑地の保全・緑化の推進 

「第 6 次青梅市総合長期計画」の土地利用方針等に従い、「青梅市緑の基本計

画」の見直しを行い、山・丘陵の緑のほか立川崖線や多摩川沿いの崖線緑地などを

保全するとともに、緑あふれる快適な環境づくりに向けた緑地の整備充実を図りま

す。 

また、道路、学校、駅前広場等の公共公益施設の緑化推進のみならず、生け垣設

置補助事業など住宅や事業所等における緑化を促進するなど、市民・事業者と連携

した全市的な緑化を推進します。 

（3）「青梅の森」の整備 

「青梅の森」については、かつての里山の機能を復元し、貴重な野生動物が生息

できる環境の保全をはじめ、自然とふれあい、里山としての仕組みを体験・学習す

る場、散策やハイキングなどのレクリエーションの場としての活用など計画的な保

全・整備に取り組むとともに、市民や企業等と協働した運営・管理体制の充実を図

ります。 
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第2章 自然と共生し環境にやさしいまち 

1 森林 

現状と課題 

本市は、秩父多摩甲斐国立公園の一角を担う御岳山・高水山などの山々を背景と

して多摩川が東西に流れ、青梅丘陵や長淵丘陵、霞丘陵など市街地を囲む緑豊かな

丘陵や崖線の雑木林など豊かな自然環境に恵まれており、その環境は子どもから高

齢者まで多くの市民に愛されています。 

市全体の約 63％を森林が占めており、公園などの緑地を含めると、70％以上

が緑に覆われています。 

森林は木材供給源やバイオマス発電の原材料となるなど、経済林としての役割の

ほか、心のやすらぎ、自然とのふれあい、レクリエーション、水源のかん養、景観

の向上、防災など多様な役割を持っています。 

こうした貴重な財産である緑豊かな森林の保全に向け、東京都と連携した事業を

推進するとともに、森林ボランティアの育成、森林保全のボランティアグループと

の連携など、市民の手による森林整備の支援に取り組んでいます。 

しかし、国内の木材価格の低迷や林業従事者の高齢化により森林の荒廃が進んで

います。 

また、スギ・ヒノキは花粉症の原因の一つとされており、花粉の発生源対策が求

められています。 

さらに、水源かん養や二酸化炭素の吸収機能をはじめとした地球温暖化対策など、

森林の持つ公益的機能の回復を図る必要があります。 

基本方針 

健全な森林を維持し、森林の多面的・公益的な機能を発揮するため、林産品の活

用を拡大するとともに、民有林を中心とした森林の保全、適正な管理や整備を推進

します。 

また、企業との連携や、ボランティアなどによる市民参加型の森林づくりを推進

し、将来を展望した長期的な森づくりを進めます。 
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基本施策 

（1）森林の再生・整備 

森林の荒廃を防止し、森林の多面的・公益的な機能を発揮するため、東京都と連

携し、多摩産材の活用促進を図るとともに、森林の再生事業や花粉の少ない森づく

りなどによる森林整備事業を推進し、森林の保全、適正な管理や整備を図ります。 

（2）市民参加型の森づくり 

市の貴重な財産である緑豊かな森林の保全に向け、企業との連携や森林の整備に

関するボランティアの育成事業を推進するとともに、ボランティア団体等による森

林の整備を促進します。 
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2 水辺環境 

現状と課題 

本市の河川は、市中央部を東西に流れる多摩川とこれに注ぐ多摩川水系の河川、

北部を流れる霞川、成木川などの荒川水系の河川により構成されています。 

中でも多摩川は、昭和 60(1985)年に御岳渓谷が環境省から名水百選に選定さ

れるなど、特に美しい清流景観とされており、いこいの場、レクリエーションの場

として、市内外から多くの人が訪れています。 

こうした良好な水辺環境を対象に、憩いと活動の場の創出に努め、水辺と人との

ふれあいをより身近なものにするために、平成22（2010）年度に「青梅子ども

の水辺協議会」を設立し、構成する市民団体と協働して、市内各所で親水事業を実

施しています。 

さらに、平成23(2011)年度には、河辺地区の多摩川河川敷を「子どもの水辺」

として登録し、水辺に親しむ事業の充実を図っています。 

今後も、自然体験学習など親水事業の実施による川と親しむ機会づくりとともに、

河川敷の美しい清流景観の維持・向上のための清掃活動や河川敷の周辺整備を進め

る必要があります。 

※ 「子どもの水辺協議会」とは、河川環境学習に係る取組の展開を図るため、

文部科学省・国土交通省・環境省の3省が連携する「『子どもの水辺』再発見

プロジェクト」です。各地域において水辺を活用した体験学習や環境学習等の

活動を行っている市民団体、行政、教育委員会、学校等が連携して立ち上げる

協議会です。 

※ 「子どもの水辺」とは、「子どもの水辺協議会」が、その地域内でプロジェ

クトの趣旨に沿った場所を申請し、登録された水辺のことです。 

基本方針 

河川やその周辺区域を水に親しむ空間として活用するため、周辺環境整備の促進

を図るとともに、生態系の保全に努めます。 

親水事業については、市民団体などと連携し、施策の検討・実施を推進するとと

もに、ボランティア団体等への支援を行います。 
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基本施策 

（1）水辺環境の保全・整備 

河川やその周辺区域を学習の場、健康づくりの場として活用できるよう親しみや

すい水辺環境の整備を図ります。 

また、親水施設については総合的な検討・整備を推進することにより、良好なる

水辺環境とのふれあいの場の確保および水辺や河川の生態系の保全、美しい清流景

観の維持・向上に努めます。 

（2）親水事業の充実 

河辺地区の多摩川河川敷について、貴重な環境学習や自然体験学習の場として

「水辺の楽校」の登録を推進するとともに、市民団体などと連携し、「(仮称)水辺

のフェスティバル」といった合同事業の開催など、体験型事業や学習型事業の充実

を図ります。 

※ 「水辺の楽校」とは、国土交通省のプロジェクトです。「子どもの水辺」で

の活動を安全かつ充実したものとするために必要な整備を行うため、河川管理

者に申請し、登録を受けます。 
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3 生活環境 

現状と課題 

快適で美しい生活環境を維持するためには、行政だけではなく、市民、事業者、

滞在者、それぞれの取組が不可欠です。 

本市では、「東京都環境確保条例（都民の健康と安全を確保する環境に関する条

例）」や「青梅市環境基本条例」、「青梅市環境基本計画」にもとづき、環境調査

による状況の把握および監視・指導による公害の未然防止に取り組んでいます。 

また、美化デーなど市民と協働した美しい生活環境の維持・向上のための取組を

実施するとともに、ごみのポイ捨ての防止やペットの飼い主へのマナー向上などの

啓発を図っています。 

さらに、市内に設置された公衆トイレや、し尿処理施設の維持管理、あき地の環

境保全など、生活環境の保全に取り組んでいます。 

そのほか、市民斎場や市営墓地（1,510区画）の管理・運営を行っています。 

今後も、快適な生活環境の維持に向け、市民、事業者、滞在者の協力を得て、美

しい生活環境の維持・向上を図るとともに、施設の適切な維持管理等を図る必要が

あります。 

基本方針 

快適な生活環境の確保、美しいまちの維持に向けて、市民・団体・事業者などと

連携し、ごみのポイ捨てや飼い犬のふんの放置を防止するなどの活動を推進すると

ともに、不法投棄の防止に努めます。 

また、環境調査などにより、生活環境の保全、公害の未然防止を図ります。 

市民斎場や市営墓地等については、施設の維持管理のため、適切な整備を図りま

す。 
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基本施策 

（1）生活環境の維持・向上 

市民・団体・事業者などと連携した不法投棄の防止や美しい生活環境の維持・向

上のための取組やごみのポイ捨ての防止、ペットの飼い主へのマナー向上などの啓

発活動を推進し、快適な生活環境の確保を図ります。 

また、あき地の所有者、管理者への指導によるあき地の管理の適正化を図ります。 

（2）公害防止体制の推進 

水質、大気などの環境調査を実施し、状況の把握に努めるとともに、騒音、振動、

悪臭などの監視を行い、指導による公害の未然防止に努めます。 

また、広域的に公害防止を図るため、東京都や近隣市町村と連携を図りながら環

境保全対策を進めます。 

さらに、大規模な開発事業等について公害の防止、環境の保全等を図るため、東

京都と協力し、事業の実施に際して環境への適正な配慮が十分に行われるよう努め

ます。 

（3）市民斎場等公共施設の維持管理 

市民ニーズに応えるため、市民斎場・火葬場の適切な維持管理と利用者の利便性

向上を図ります。 

また、市営墓地については、管理体制の充実を図るとともに、合葬墓の検討を進

めます。 

さらに、広域的な連携のもと、し尿処理施設の長寿命化に向けた計画的な改修、

適正な管理を進めるととともに、施設のあり方の検討を進めます。 

市民や滞在者が快適に利用できるよう、市内の公衆トイレの清掃など維持管理に

努めます。 
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4 循環型社会 

現状と課題 

地球規模で環境・エネルギー問題への関心が一層高まる中、これまでの生活様式

や社会の仕組みを見直し、環境保全やエネルギーのあり方をはじめ、ごみを発生さ

せない取組など環境に関する総合的な施策展開が強く求められています。 

本市では、家庭ごみは有料戸別収集制度をとっており、燃やすごみについては、

西多摩衛生組合において広域かつ効率的な処理を行っています。それ以外の燃やさ

ないごみ、容器包装プラスチックごみ、資源物、粗大ごみ等は、青梅市リサイクル

センター等で処理を行い、その後再生業者等に引き渡します。資源物については、

行政回収のほか地域で行う集団回収により、資源回収業者に引き渡されます。 

なお、集団回収につきましては、登録団体の熱心な協力により、市民 1 人 1 日

当たりの集団回収量が、平成23（2011）年度において多摩地域26市中第1位

となっております。 

ごみの発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、資源の再生利用（リサイ

クル）の3Ｒに、ごみの発生源となるものの受入れを断る（リフューズ）を加えた

4Ｒの推進に向け、ごみ減量の啓発とともに、分別の徹底による資源化率の向上、

生ごみの堆肥化、集団回収の支援などの取組を推進しています。 

環境施策については、「青梅市環境基本計画」にもとづき、行政と市民、市民団

体、事業者、滞在者等が協働して、青梅市の特性を生かしたまちづくりに取り組ん

でいます。 

今後も、資源循環型社会の構築をはじめ、地球温暖化防止対策の推進、再生可能

エネルギーの導入など、市民・事業者・行政が連携し、総合的に施策を推進する必

要があります。 

基本方針 

「青梅市環境基本計画」にもとづき、環境にやさしい低炭素社会・資源循環型社

会をつくるため、市民・事業者・行政の協働のもと、4Ｒの推進、ごみの減量、分

別の徹底による再資源化などの取組を促進します。 

ごみ処理施設の計画的な整備を図るとともに、周辺自治体との連携による、より

経済的、効率的な収集・処理方法の検討を行います。 

地球温暖化対策として、再生可能エネルギーの導入促進に向けた取組を進めます。 
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基本施策 

（1）ごみの減量化の推進 

「青梅市一般廃棄物処理基本計画」にもとづき、市の事務事業から発生するごみ

の減量に努めるとともに、ごみ処理施設見学会など広報・啓発活動の推進をはじめ、

生ごみの堆肥化の推進や企業への働きかけを通じ、市民の自主的な4Ｒ運動の定着

を促進し、ごみの減量化・再資源化を図ります。 

また、ごみの減量・再生利用、地域コミュニティの醸成につながる集団回収の支

援・推進を図ります。 

（2）ごみ処理体制の整備 

ごみの排出動向等に即した分別収集体制の充実、広報・啓発活動の推進による市

民のごみ分別の一層の徹底に努めるとともに、ごみ処理施設の計画的な施設整備を

図ります。 

また、西多摩衛生組合構成市町における中間処理・資源化施設の統合・共同処理

などについて関係者間の協議を進めます。 

（3）再生可能エネルギー施策への取組 

太陽光発電の普及拡大を促進するとともに、市民や企業・団体等との協力関係を

構築し、バイオマス発電など青梅の地域特性を踏まえた再生可能エネルギーの導入

検討を進めます。 

また、複合的なエネルギー施策の展開によるスマートコミュニティの構築に向け

た検討を進めます。 

（4）地球温暖化対策の推進 

「青梅市地球温暖化対策実行計画」にもとづき、市の事務事業で発生する温室効

果ガスの排出削減を図ります。 

また、省エネルギーや節電など温室効果ガスの排出削減効果のある取組の広報や

啓発などを進めます。 
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第3章 次代を担う子どもをみんなで育むまち 

1 子育て支援 

現状と課題 

人口減少、少子高齢化による家族形態の変化、就労の多様化、地域コミュニティ

意識の希薄化など子ども・子育てを取り巻く環境が大きく変化する中で、子育てへ

の不安や負担感を感じる保護者の増加がみられ、保育ニーズの多様化が進んでいま

す。 

子どもたちが安全・安心に過ごせる場の確保が求められるとともに、子育ての不

安から児童虐待等につながらないよう家庭や子どもの見守り体制の強化が必要と

なっています。 

また、認可保育所では低年齢児の待機児童が発生している一方、幼稚園では定員

割れの状況にあります。 

本市では、平成22（2010）年3月に「青梅市次世代育成支援地域行動計画（後

期行動計画）」を策定し、社会全体で子育てができる環境づくりに向け、保育所、

学童保育所、保育サービスの充実をはじめ、既存施設を活用した子育て支援事業や

子どもの居場所づくり、子どもと家庭の相談事業、子育てに関する情報提供、子育

てサークル等の支援や地域子育てネットワークづくりなど総合的な子育て支援施

策を実施しています。 

今後は、国の制度改正に対応し、子育て家庭を社会全体で支援するという視点に

立ち、保育サービスの充実とともに、多世代・異年齢交流の促進や子どもと親の育

ちを支える環境づくりなど、新たな子育て支援施策を積極的に推進していく必要が

あります。 

基本方針 

全ての子どもたちが健やかに、伸びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを

感じることができる社会の実現を目指し、多様な子育て支援サービスや保育サービ

スを提供するとともに、幼稚園教育を推進します。 

また、子どもたちが様々な人と出会い、ふれあうことのできる多世代・異年齢交

流を推進し、社会全体で子どもと親の育ちを支え、安心して出産・子育てができる

まちづくりを進めます。 
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基本施策 

（1）計画の推進と制度改正への対応 

「青梅市次世代育成支援地域行動計画（後期行動計画）」にもとづき、社会全体

で子育てができる環境づくりと総合的な子育て支援策を推進するとともに、今後、

子ども・子育て支援法等の施行や国の制度改正などに適切に対応します。 

（2）子育て支援の充実 

子どもと保護者あるいは保護者同士の交流の場として、子育て支援センターや市

民センター、地域の自治会館等の既存施設を活用し子育て支援事業を推進します。 

子育てサークルや子育て支援グループへの支援の充実を図るとともに、多世代・

異年齢交流による子育てネットワークづくりを促進します。 

ファミリー・サポート・センター事業、乳幼児ショートステイ事業や育児支援ヘ

ルパー事業、こんにちは赤ちゃん事業等を推進します。 

子ども家庭支援センター事業を推進するとともに、関係機関が連携し児童虐待の

防止、早期発見と適正な対応を図ります。 

さらに、広報紙やホームページなどで、医療費助成や児童手当などの支援制度の

周知を図るとともに、子育てに関する情報を積極的に提供します。 

（3）保育サービスの充実 

認可保育所の施設整備等をはじめ、一時預かり事業や延長保育事業などの保育サ

ービスの充実を促進するほか、低年齢児の待機児童を解消するため、施設整備によ

る定員増、家庭福祉員制度、グループ型小規模保育などの充実を図ります。 

学童保育所については、既存施設の活用等により待機児童の解消を図るとともに、

障害のある児童の入所拡大や放課後子ども教室との連携について検討します。 

（4）幼稚園教育の推進 

幼児教育の充実を図るとともに、より良い環境のもとで幼稚園教育を展開するた

め、私立幼稚園等への支援に努めます。 

（5）子どもの安全・安心な居場所づくり 

地域や関係団体、ボランティアと連携し、市民センター、地域の自治会館、公園

や広場、学校の校庭や既存施設などを利用した、全ての子どもたちが身近で安全に

遊べる場や安心できる居場所の確保を図ります。 

また、児童遊園の遊具の点検・整備や身近な自然とふれあえる魅力ある遊び環境



58

づくりを進めます。 
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2 家庭教育 

現状と課題 

家庭教育は、基本的な生活習慣や生活能力、自制心や自立心などの基礎を子ども

たちが身に付ける上で重要な役割を担うものです。 

しかし、核家族化に加え、地域の人間関係の希薄化により、子育てに関する経験

が世代間で受け継がれにくくなっており、従来は家庭で教えてきたことが、子ども

に身に付いていない状況も見受けられます。 

また、不登校や暴力行為等、子どもを育てていく中で複雑な課題を抱えた家庭も

多く、家庭だけでの解決は難しい状況となっています。 

教育基本法においては、保護者は子どもの教育について第一義的責任を有するも

のとしつつ、家庭教育の支援施策については国と地方公共団体の責務として明記さ

れています。 

また、社会教育法においても、家庭教育の向上に資するよう努めるものとされて

います。 

本市では、子どもたちの生活習慣の確立を目指すための啓発活動や講演会を開催

し、家庭教育支援に取り組むとともに、小学校入学前の幼児と親を対象とした幼児

教育事業の実施など生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の教育支援を推進

しています。 

今後も、子どもの教育に対する家庭の役割を周知し、家庭において子どもたちに

基本的な生活習慣を身に付けさせていくとともに、地域との連携や多世代交流を通

じて、家庭の教育力の向上を促す必要があります。 

基本方針 

家庭教育は全ての教育の出発点であり、家庭は常に子どもの心のよりどころとな

るものです。 

子どもたちが基本的な生活習慣や生活能力、自制心や自立心、豊かな情操、他人

に対する思いやり、善悪の判断などの基本的な倫理観、社会的なマナーなどの基礎

を身に付ける役割を果たす家庭教育の向上を目指し、学習機会の提供や啓発活動を

推進します。 

また、家庭、学校および地域などと連携した子育て環境づくりの支援を図ります。 
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基本施策 

（1）家庭教育への支援 

子どもたちの生活習慣の確立に向け、国や東京都と連携して、家庭教育に関する

啓発事業の推進を図ります。 

また、家庭の教育力の向上のため、家庭、学校、地域および関係機関との連携・

協力を推進するとともに、講演会や相談会の開催など家庭教育への支援に努めます。 

（2）幼児期の教育支援 

小学校入学前の幼児と親を対象に、親子がふれあい、子どもの成長を実感できる

機会として幼児教育事業を実施するなど、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児

期の教育支援を推進します。 

また、幼児教育事業などの交流の場を通じた保護者同士のネットワークづくりを

促進します。 
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3 学校教育 

現状と課題 

社会・経済情勢の大きな変化の中で、子どもたちには、これからの社会を支えて

いく意思と実践力が求められており、学校教育において、確かな学力、豊かな人間

性、健やかな体のバランスのとれた育成が求められています。 

国では、教育基本法や学校教育法等の改正、これに伴う学習指導要領の改訂など

が行われ、教育の振興に向けた取組が進められています。 

本市では、「青梅市教育推進プラン」にもとづき、基礎学力の向上を図るととも

に、個性を尊重した創造力豊かな教育、心の教育や生きる力を育む教育を推進して

います。 

また、社会のよき形成者となるための基礎・基本を育む教育や青梅の将来を担う

ための地域に根ざした教育を推進しています。 

小学校では平成 23（2011）年度から、中学校では平成 24（2012）年度か

ら全面実施された新しい学習指導要領に対応し、自然や歴史、伝統文化など、豊富

にある本市の地域特性を教育に生かし、家庭・学校・地域が連携し、子どもたちの

創造力、道徳心の養成、学力や体力の向上に努めています。 

今後も、教育効果を高める学校施設の設備や教材の更新・充実とともに、家庭・

地域との連携強化など、個性と創造力豊かな人間の育成に向けた教育の充実を図る

必要があります。 

また、少子化による児童・生徒数の動向を踏まえた学校規模の適正化を図る必要

があります。 

基本方針 

子どもたちが、知性、感性、道徳心や体力を育み、郷土を愛する人間性豊かな市

民として成長することを目指し、教職員の資質・能力の向上や基礎的・基本的な学

力の確実な定着を図るとともに、家庭・学校・地域が連携し、青梅の伝統や文化を

生かした地域に根ざした教育を推進します。 

また、安全・安心な学校づくりを進めるとともに、少子化による児童・生徒数の

動向を踏まえ、学校規模の適正化を検討します。 
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基本施策 

（1）学力・体力の向上 

郷土愛を育むとともに、基礎的・基本的な学力の確実な定着に向けて、個に応じ

た指導の充実を図ります。 

家庭学習の習慣化、本市の自然や歴史、産業、人材など地域の教育力の活用や小

規模特認校による特色ある教育の充実を図ります。 

小・中学校一貫教育の推進を図ります。 

小・中学校・高等学校との連携を図りながら、青梅の特性を生かした自然体験学

習に取り組み、豊かな自然に親しみながら生きる力を育む教育の充実を図ります。 

情報教育、人権教育、国際理解教育、環境教育、防災教育、社会的・職業的自立

に向けた基盤となる能力や態度を育むためのキャリア教育など社会変化に対応し

た教育の充実を図るとともに、学校経営への支援体制の充実を図ります。 

また、授業や部活動、体力向上月間の検討などを通してスポーツに親しむ習慣を

養うとともに、児童・生徒の体力の向上を図る取組を進めます。 

（2）心の教育の推進 

学校における福祉教育・道徳教育の充実を通した「心の教育」の推進を図ります。 

また、いじめや不登校など多様な教育課題に対応するため、教育相談所、適応指

導教室の充実など、教育相談体制・不登校対策の充実を図ります。 

さらに、学校支援体制や相談環境の充実を図るため、スクールカウンセラーを活

用するとともに、スクールソーシャルワーカーの活用を検討します。 

※ 「スクールソーシャルワーカー」とは教育分野に関する知識に加えて、社会

福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童・生徒の置かれた様々な環境に働

きかけて支援を行う専門家のことです。 

（3）特別支援教育の推進 

発達障害を含め障害のある児童・生徒一人ひとりの能力を伸張するため、家庭・

学校・地域の連携および都立特別支援学校など関係機関との密接な連携のもと、乳

幼児から学校卒業後までのライフステージを見通した特別支援教育に取り組みま

す。 

また、支援を必要とする児童・生徒の動向に対応して、特別支援学級設置校の拡

充と特別支援教室の設置を検討します。 

（4）教育環境・施設の整備 
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家庭・学校、地域が連携した教育の推進に向けて、ＰＴＡ活動や学校運営連絡協

議会の活動を充実し、積極的な情報提供のもとに、学校運営への市民参画を促進し

ます。 

教育効果を高めるための教材・教具の整備とともに、子どもたちの情報活用能力

を育成し、校務の情報化を推進するため、学校におけるＩＣＴ（情報通信技術）環

境の整備を図ります。 

老朽化への対応や安全管理の充実等を考慮し、学校施設の改修を計画的に推進す

るとともに、少子化による児童・生徒数の動向を踏まえ、学校規模の適正化を検討

します。 

学校給食について、学校給食センターの適正な管理・運営を図るとともに、根ヶ

布調理場と藤橋調理場の統合について検討します。 

また、米飯給食の増加の検討をはじめ、個々食器の導入、地場農産物利用の拡大

など地産地消や食育の視点に立った取組を進めます。 

（5）教職員の資質・能力の向上 

教職員の校内研修の充実と各種研修への積極的な参加を進め、教職員の資質・能

力の向上を図ります。 
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4 青少年活動 

現状と課題 

国では、平成22（2010）年4月、子ども・若者育成支援推進法を施行し、子

ども・若者が健やかに成長し、社会生活を円滑に営むことができるようにするため

の支援や取組について定め、総合的な子ども・若者育成支援施策を推進しています。 

本市では、警察署等と連携して青少年の健全な育成に悪影響を及ぼす有害環境の

浄化に努めるとともに、家庭、学校および地域などと連携・協力を図りながら、青

少年健全育成事業を推進しています。 

一方、子どもたちが自然の中で遊んだり、年齢の異なる子ども同士で遊ぶ機会が

減少している状況もあります。 

他人を思いやる心や協調性、ルールを守ることの大切さなど、遊びや自然体験を

通じて社会生活に必要な様々な資質や能力を育み、個性豊かな人格を形成するため

の支援が求められています。 

市では、社会教育法にもとづき、様々な自然体験教室や情報提供を行うとともに、

青少年委員や学校と連携して、ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験

活動等への参加機会の充実や青少年リーダーの育成に努めています。 

今後とも、青少年が家庭、学校、地域などあらゆる生活の場において、様々な人

間関係や活動を通して豊かな人間性を育み、健全に育成されるよう、家庭、学校、

地域および関係機関との連携を強化し、時代の変化に対応した取組を進めていく必

要があります。 

基本方針 

次代を担う青少年が、自らの能力や個性を十分に発揮するとともに、地域社会の

一員として心身共にに健やかに成長することを目指し、家庭、学校、地域および関

係機関との連携のもと、青少年活動への支援を図ります。 
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基本施策 

（1）青少年の体験活動の充実 

多様な体験活動を通して、集団活動における協調性や他人を思いやる心、リーダ

ーとしての資質を養うため、ボランティア活動をはじめ、社会奉仕体験活動、自然

体験活動など青少年の成長段階に応じた様々な体験活動ができる場や機会の提供

に努めます。 

（2）青少年リーダーの育成 

青少年委員や学校関係者の協力のもと、青少年リーダー育成研修会や異年齢の団

体活動等の体験を通して、青少年リーダーの育成を図ります。 

（3）青少年の健全育成環境の確保 

家庭、学校、地域社会、関係機関および行政による相互の連携・協力を図りなが

ら、青少年健全育成事業を推進します。 

青梅警察署や関係団体との連携のもと、非行の防止や補導、パトロール、有害環

境の浄化などの各種の活動を支援・促進し、関係機関・団体を中心とした健全な社

会環境づくりを進めます。 
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第4章 文化・交流活動がいきづくまち 

1 生涯学習 

現状と課題 

社会・経済情勢が大きく変化し、ライフスタイルや生活課題がますます多様化す

る中で、一人ひとりがその生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所におい

て学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が求めら

れています。 

平成 18（2006）年、教育基本法が改正され、生涯学習の理念が新たに規定さ

れました。 

また、平成20（2008）年6月には、社会教育法が改正され、教育基本法の改

正を踏まえた規定の整備が行われました。 

本市では、「青梅市生涯学習推進計画」にもとづき、市民が生涯を通じて学習の

機会を選択し、様々な知識や技術を習得し、人格を磨く「ともに学んで生きるまち」

の実現を目指して、様々な学習情報の提供や関係団体と連携した学習イベントの開

催などに取り組んできました。 

今後も、市民一人ひとりが生涯にわたって能動的に学び続け、必要とする力を養

い、学習成果を生かしていくことが可能となるよう、生涯学習の充実を図る必要が

あります。 

基本方針 

市民が生涯を通じ、主体的に学習機会を選択して学び、その成果を社会に生かし

ていくことができる「ともに学んで生きるまち」の実現を目指し、いつでも、どこ

でも、誰でもが学び、楽しみ、その成果が豊かな地域づくりに反映される生涯学習

の推進を図ります。 

また、学習成果の総合的な発表の場や生涯学習の基盤となる施設の整備を図りま

す。 
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基本施策 

（1）生涯学習推進体制の整備 

「青梅市生涯学習推進計画」にもとづき、市民の主体的な学習活動の支援に向け

関連機関・諸団体との連携を図り、市民の生涯学習を総合的・広域的に支援し、市

民との連携により生涯学習を推進する体制の確立を図ります。 

また、生涯学習活動を支援する各分野の講師や指導者の発掘に努め、生涯学習人

材登録制度の充実を図ります。 

特に、多様な知識・技能を持つ団塊の世代の参加を促します。 

インターネットを活用し、生涯学習に関する情報提供の充実を図ります。 

（2）生涯学習の環境整備 

生涯学習機会の充実を図るために、学習情報・機会の提供、施設の整備・活用、

学習要望の把握、学習成果の発表の場として生涯学習イベントの開催など、学習環

境の整備に努めます。 

市民一人ひとりが生涯にわたり学習することができる各種講座、講習会等を実施

するとともに、市民の要望に応じて職員などを講師として派遣する「生涯学習まち

づくり出前講座」を実施します。 

学習活動団体相互の交流や活動の支援を図るとともに、自立的な活動を行う団

体・グループの育成に努めます。 

また、市民の学習成果が地域活動へとつながり、地域活動で生まれた交流が新た

な学習や多様な地域活動に展開していく循環型の生涯学習を進めます。 
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2 歴史・文化・芸術 

現状と課題 

文化芸術は、人々に精神的な豊かさや感動を与え、交流を活発化させるなど、生

活に欠かせない重要な要素です。 

また、地域の歴史や先人たちが果たしてきた役割などにふれることで、郷土を愛

する心の育成や新たな文化の創造につながります。 

文化財については、本市には 2 点の国宝をはじめ、重要文化財が多数存在して

います。 

貴重な文化財を後世に伝えるため、文化財保護審議会委員等と連携して、文化財

の保護を進めるとともに、新たな遺跡の発掘・調査、目録の整備や更新を行ってい

ます。 

文化芸術については、市民会館を拠点とした市民劇場の開催、青梅市総合文化祭

の開催など、芸術鑑賞や発表の機会づくりに努めているほか、アートによるまちづ

くり活動も展開されており、市内外からの集客交流の促進とともに、多くの市民が

参画する文化芸術活動が展開されています。 

市立美術館、郷土博物館、市民会館などの文化芸術施設全体のあり方が課題です。 

他市にはない多数の文化財や伝統芸能を十分に活用することが課題です。 

文化財の適切な保存・活用と文化芸術活動拠点のあり方を検討し、より多くの

人々が本市の歴史や文化などにふれあえる文化・芸術活動の発表の場や機会を増や

していく必要があります。 

基本方針 

自らの暮らすまちの歴史や文化を理解し、郷土を愛し、誇りをもって生活する心

豊かな文化の香り高いまちを目指し、地域の文化財の保護・保存に努めるとともに、

優れた文化・芸術や貴重な文化財を通じ、市民誰もが参加し触れることができる機

会の充実を図ります。 

また、文化・芸術活動の拠点となる施設の整備を図ります。 
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基本施策 

（1）文化遺産の魅力を生かしたまちづくりの推進 

国宝、文化財、天然記念物や史跡などの有形・無形の貴重な指定文化財の適切な

保存・活用に努めるとともに、その他の文化財についても、調査・研究を行い、収

集や保存・活用に努めます。 

また、市内外の人々が本市の歴史や文化にふれあえる場として郷土博物館の充

実・あり方の検討とともに、市民の文化財愛護精神の醸成に努めます。 

さらに、文化財ボランティアなど、市民と行政が一体となった文化財の保存・活

用に取り組み、文化遺産の魅力を生かしたまちづくりを推進します。 

（2）アートによるまちづくりの推進 

アート関連団体、青梅商工会議所、青梅市観光協会との連携を強化し、文化、教

育、観光の振興に向け、市内の美術関連の地域資源を活用したアートによるまちづ

くりを推進します。 

東京都内から優れた新人画家発掘を目指す公募展・ビエンナーレＯＭＥを継続し

て実施するなど、芸術活動の支援を図ります。 

また、市内各所にアート関連の事業を点在させ、まち中の回遊性向上と各施設の

利用者増加を図ります。 

さらに、市民・関係団体と連携し、文化施設における協働事業の開催を図ります。 

（3）市民文化・芸術活動の振興 

文化団体連盟をはじめ各種芸術・文化団体の育成を図るとともに、指導者の育

成・確保を進め、市民の自主的な芸術・文化活動の一層の活性化を促進します。 

また、総合文化祭をはじめ、コンサート、各種講演会などの文化行事の企画・開

催および内容の充実など、多様な芸術・文化を鑑賞する機会や活動成果を発表する

場づくりや機会の充実に努めます。 

（4）文化芸術活動拠点施設のあり方の再構築 

郷土博物館、市立美術館、市民会館など文化芸術活動拠点の老朽化に対応した計

画的な改修に努めるとともに、新たな文化芸術活動の拠点施設となり、様々な機能

を有する複合施設としての市民ホールの建設を検討するなど文化芸術施設全体の

あり方を再構築します。 

また、東部地区における東京都立の文化施設の設置促進について、引き続き東京

都へ要請します。 
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3 図書館 

現状と課題 

本市の図書館は、平成20（2008）年3月に開館した中央図書館と市内11館

の分館で構成されており、市民の生涯学習の拠点として市内全域でサービスを行う

とともに、西多摩地域の相互利用を行い広域的な連携も進めています。 

また、平成21（2009）年3月に策定した「第二次青梅市子ども読書活動推進

計画」にもとづき、子どもの読書活動を推進するとともに、図書館利用に障害のあ

る方々に対する読書活動を支援しています。 

今後は、身近な図書館として様々な図書や視聴覚資料などの収集・保存・提供に

努めるとともに、子どもの読書活動の推進のため学校および学校図書館等との連携

が求められています。 

また、機能やサービス面において、新たな市民ニーズに応えられる図書館とする

とともに、分館も含む図書館のあり方について検討していく必要があります。 

基本方針 

図書館は幅広い分野の図書や視聴覚資料等の収集・整理・保存を行い、市民が必

要とする様々な資料や情報を提供することにより、生涯学習の拠点施設として、利

用者に応じたサービスを提供します。 

また、本市の歴史を未来に伝えるため、地域資料や行政資料の収集・整理・保存・

提供に努めます。 
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基本施策 

（1）図書館資料の充実 

子どもから高齢者まで誰でも利用できる図書館を目指し、幅広い分野の図書や視

聴覚資料、電子資料等の充実を図ります。 

また、本市に関する地域資料・行政資料の充実を積極的に図ります。 

（2）図書館サービスの充実 

必要な情報・資料などを求める市民に対して、レファレンスサービスなどを通し

適切な資料や情報を提供します。 

また、図書館が市民にとってより身近な施設となるように講演会や講座を実施す

るとともに、情報発信を行います。 

デイジー図書（デジタル録音図書）や大活字本、対面朗読サービスの実施など、

読書活動の支援を充実し、図書館利用に障害のある方に対するきめ細かなサービス

の提供を通して魅力ある図書館を目指します。 

※ 「レファレンスサービス」とは、図書館利用者が課題解決や学習、調査、研

究のための資料、情報を求める際、図書館職員が最適な資料や情報を検索、提

供、回答するなどして援助するサービスのことです。 

（3）子どもの読書活動の支援 

「青梅市子ども読書活動推進計画」にもとづき、子どもたちに本との出会いを提

供するとともに、講座の実施やブックリストの配布などの取組を進め、家庭、地域、

学校などが協力し、多様な読書体験を通して読書の楽しさや素晴らしさを実感でき

るよう、読書環境の充実を図ります。 

（4）図書館ネットワークの充実 

多様な要求に応えるため、中央図書館およびネットワークで結ばれた分館を地域

の拠点として充実を図ります。また、インターネットなどの情報通信の活用を図る

とともに、市内小・中学校図書館との連携について検討します。 

（5）運営方法等の検討 

図書館の管理運営体制の見直しや、機能やサービス面で特色のある分館づくりな

ど今後の施設のあり方について検討します。 
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4 スポーツ・レクリエーション 

現状と課題 

スポーツは、健康づくりや体力の向上に役立つだけでなく、市民同士の交流を促

し、健康で活力ある生活と地域社会を育むものとして、重要な役割を担っています。 

国では、スポーツを取り巻く環境や人々の意識が変化する中、平成23（2011）

年6月に、これまでのスポーツ振興法を改正して新たなスポーツ基本法を制定し、

スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することとしています。 

市では、これまで「青梅市スポーツ振興計画」にもとづき、生涯スポーツ社会の

実現に向け、行政、市民、スポーツ関係団体等が協働してスポーツの振興に取り組

んできました。 

施設としては、総合体育館をはじめ、永山公園総合運動場などの屋外体育施設、

東原公園水泳場などの水泳場がスポーツ活動の拠点になっているとともに、各地域

においては市民センター体育館、運動広場、学校施設の校庭および体育館（学校開

放）などがあり、スポーツ活動とともに、地域での交流にも活用されています。 

今後は、地域スポーツクラブの育成をはじめ、有酸素運動の普及などスポーツ活

動による健康づくり、本市の自然環境を生かしたスポーツの推進を図る必要があり

ます。また、老朽化が進んでいる体育施設も多くみられることから、施設のあり方

も含め検討していく必要があります。 

基本方針 

「スポーツを通じてすべての市民が幸福で豊かな生活を営むことができるまち」

の実現を目指し、スポーツ・レクリエーションの活動の機会や場所を提供すること

により、市民の健康維持・増進に努めます。 

また、既存体育施設のあり方について検討するとともに、いつでも気軽に健康・

体力づくりができるよう、各体育施設の適切な運営や維持管理に努めることにより、

スポーツの推進を図ります。 
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基本施策 

（1）青梅市スポーツ推進計画の策定と施策の推進 

現行の青梅市スポーツ振興計画における施策を推進するとともに、本市の実情に

即したスポーツ施策を総合的、計画的に推進するため、新たにスポーツ基本法にも

とづく青梅市スポーツ推進計画を策定します。 

市民体育大会など各種大会の充実を図るとともに、子どもから高齢者まで誰でも

楽しめるスポーツイベントや軽スポーツの普及などを進めます。 

本市に合った地域スポーツクラブを育成し、市民の自主的・自律的スポーツ活動

を推進します。 

さらに、ハイキング、登山、カヌーなどの豊かな自然環境を生かしたスポーツ・

レクリエーションの推進をはじめ、ウォーキングやスイミングなどの有酸素運動の

普及、ライフステージに応じたスポーツ活動による健康づくりなど一人ひとりの健

康状態に合わせた継続的な運動指導ができる体制づくりを進めます。 

（2）体育施設の整備と管理運営の充実 

「体育施設整備計画」を策定し、既存スポーツ施設について、老朽化の状況や利

用ニーズに即した施設・設備の整備充実を計画的に進めていくとともに、総合体育

館への指定管理者制度の導入の検討など管理運営体制の充実を図り、有効活用に努

めます。 

また、学校施設での体育施設開放とともに、民間温水プール開放事業や市内立地

の大学・企業等との連携など民間体育施設の利用を図ります。 

さらに、西多摩地域等の周辺市町村との体育施設の相互利用等を検討します。 
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5 都市間交流 

現状と課題 

交通・通信手段の発達等により、人・物・文化・情報の交流が拡大しており、経

済活動から市民生活に至るまで、国内外との交流が一層進展しています。 

国際交流については、本市では昭和40（1965）年にドイツのボッパルト市と

姉妹都市提携を結び、青少年友好親善使節といった両市による取組のほか、青梅ボ

ッパルト友好協会の活動など市民を主体とした国際交流が活発に行われており、平

成27（2015）年度には、姉妹都市提携50周年を迎えます。 

また、市内では、数多くの国際交流団体が活動を展開しています。 

今後は、青梅マラソンをはじめ、スポーツ、文化、イベントなどを通した国際交

流を図るとともに、国際交流団体の活動を支援し、市民主導型の国際交流を進める

必要があります。 

国内交流については、平成 21（2009）年 5 月に杉並区と交流協定を締結し、

自治体主催の様々な交流イベントへの相互参加を通して交流を図っています。 

また、平成23（2011）年8月には、東日本大震災を契機として、相互援助の

協力体制を確立するため、災害時相互援助に関する協定を締結しました。 

今後は、新たな自治体との交流を推進するとともに、交流による地域活性化の視

点から、商店街の交流などの市民レベルの交流や活動の輪を広げ、交流人口の増加

を図っていく必要があります。 

基本方針 

国際交流・地域間交流を行うことにより、異なった習慣や文化を相互に理解し、

相手の立場を認める心が育まれる社会の実現を目指します。 

姉妹都市であるドイツ・ボッパルト市との交流を深めていくとともに、市内の国

際交流団体を支援することにより、市民が主体となった国際交流の充実を図ります。 

また、杉並区をはじめとする多くの自治体との交流を活性化し、青梅の魅力を積

極的に発信するなど相互交流の拡大を図ります。 
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基本施策 

（1）国際交流の促進 

青少年友好親善使節団の派遣と受入の充実を図り、ドイツ・ボッパルト市との姉

妹都市交流を推進します。 

また、国際交流団体の支援を行い、市民主体の国際交流活動を促進します。 

市内に住んでいる外国人に対し、生活情報や行政情報の提供を行い、住みよい環

境づくりに努めるとともに、日本語講座を開催し社会参加を促進します。 

さらに、青梅マラソンをはじめ、スポーツ、文化、イベントなどを通した国際交

流を推進します。 

（2）地域間交流の促進 

交流協定を締結した杉並区との相互交流の充実のほか、杉並区と交流のある自治

体との交流や多摩川流域の地域間交流について検討します。 

学術・文化・産業ネットワーク多摩を通じた様々な分野における交流を進めます。 

また、青梅の魅力を発信する地域資源を生かしたイベントの充実や梅サミットな

どの地域間交流活動の拡大を図ります。 

さらに、新たな自治体との交流を推進し、スポーツ、文化、イベントなど様々な

機会を通じて交流の輪を広げ、災害時においては相互に援助し、自治体間だけでは

なく市民同士の心がつながり合える交流を目指します。 



76

第5章 みんなが元気で健康なまち 

1 予防・健康づくり 

現状と課題 

生活習慣病による医療費の増大、要介護者の増加などが大きな社会問題となって

おり、市民が主体的に生活習慣を改善し、健康増進に取り組むことができる環境づ

くりが求められています。 

国においては、健康増進法の制定や高齢者の医療の確保に関する法律の改正など

医療制度改革が進められ、平成20（2008）年からは内臓脂肪症候群に着目した、

特定健康診査・特定保健指導が導入されました。 

本市では、平成22（2010）年3月に「青梅市健康増進計画」の改訂と「青梅

市食育推進計画」の策定を行い、健康的な生活習慣の確立と食を通しての健康づく

りに向けた取組を推進し、各種検診、健康教育、健康相談、母子の健康づくり、感

染症予防対策など保健事業を展開してきました。 

今後も、少子高齢化が進む中で、生活習慣病の予防や、子どもをすこやかに安心

して生み育てるための保健サービスの充実を図る必要があります。 

基本方針 

市民一人ひとりが、元気で健康に生活していくために、健康づくりの普及啓発を

図り、自主的な健康づくりを支援します。 

また、生活習慣病の予防のために各種検診や相談事業などの保健サービスの充実

に努めます。 

さらに、健康づくりの基礎となる食習慣の重要性を伝え、食意識の向上を図りな

がら、食育を推進します。 
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基本施策 

（1）健康づくりの充実 

「青梅市健康増進計画」にもとづき、生活習慣病予防と健康寿命を延ばすことを

目標に、健康づくりの施策を総合的に推進するとともに、市民の健康づくりに対す

る意識の高揚を図ります。 

市民一人ひとりの継続した運動による健康づくりについては、各関係部門が一体

となって推進します。 

また、健康づくりの指針となる「青梅市健康増進計画」は、施策の検証などを踏

まえながら、見直しを行っていきます。 

※ 健康寿命とは、健康で自立して暮らすことができる期間のことです。 

（2）保健サービスの充実 

生活習慣病の予防や疾病の早期発見と早期治療を促すために、がん検診などの各

種健康診査や健康相談事業などを通じて生活習慣の改善を支援し、糖尿病などの生

活習慣病の重症化の予防に努めるとともに、国民健康保険の被保険者に対する特定

健康診査の受診率および特定保健指導の実施率の向上にも努めます。 

感染症対策としては、正しい知識の普及を推進するとともに、各種予防接種の接

種率の向上を図るなど、予防対策に努めます。 

総合健康診査（人間ドック）については、各医療保険者による特定健康診査が実

施されたことから、在り方について見直しを行っていきます。 

また、子どもをすこやかに安心して生み育てるため、妊婦健診をはじめ妊婦から

乳幼児期に至る各種健診を促進しながら、母親学級や乳幼児健康相談などの各種教

室や相談の実施を通じて、母子の健康づくりを支援します。 

（3）食育の推進 

豊かな人間性を育む食育を推進する「青梅市食育推進計画」にもとづき、地域や

事業者などと連携し、食による健康づくりを推進します。 

また、食の大切さや安全で安心な食選びの促進により、食環境の充実を図ります。 
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2 医療体制・市立総合病院経営 

現状と課題 

本市には、西多摩保健医療圏で唯一の救命救急センターを併設した市立総合病院

をはじめ、16 の病院、94 の一般診療所があります（平成 24（2012）年 3 月

31日現在）。 

休日や夜間の救急診療については、青梅市医師会、青梅市歯科医師会および青梅

市薬剤師会の協力のもと、健康センター内で青梅休日診療所、東青梅休日歯科診療

所および青梅休日薬局を開設しているほか、市立総合病院などで行っています。 

市立総合病院では、全診療科への専門医の配置、先進医療機器の設置、高度な急

性期医療の推進を図るとともに、地域医療連携室を設置し、医師会等と連携して、

地域医療体制の充実に努めています。また、地域が必要とする医療を提供しながら、

平成8（1996）年度から黒字経営を継続しております。 

今後も、高齢化の進展、医療ニーズの高度化・多様化等に対応した在宅医療サー

ビスの充実や高度医療サービスの充実を図るとともに、市立総合病院の老朽化への

対応を図る必要があります。 

基本方針 

多様化する医療ニーズに対応するため、各関係機関と連携を図りながら、地域が

必要とし、地域の実情にあった医療を安全に提供する体制の強化を図ります。 

市立総合病院では、市内における基幹病院として、また、西多摩地域の中核病院

として、機能の明確化を図り、地域の医療機関との相互の連携を強化しながら、更

なる健全な運営に取り組むとともに、今後の医療ニーズや地域の医療水準の向上に

対応した建替えへの取組を進めます。 
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基本施策 

（1）地域医療体制の充実 

各医療関係機関の間での連携にもとづく地域完結型の医療として、介護や福祉な

どと連携した地域包括ケアシステムを実現する体制の構築を目指し、地域で切れ目

のない医療、福祉サービス、介護サービスなどが受けられるように、適切な支援を

図ります。 

また、青梅市医師会や青梅市歯科医師会とも連携し、地域で気軽に相談や診療を

受けられるかかりつけ医の体制づくりを促進します。 

市立総合病院では、担うべき病院機能の役割の明確化を図り、民間の病院・診療

所などとの連携を強化し、地域医療体制の充実を図ります。 

（2）救急医療体制の充実 

初期救急については、青梅市医師会、青梅市歯科医師会、青梅市薬剤師会と連携

を図りながら、休日・夜間診療体制の充実に努めます。 

二次救急、三次救急の対応については、市立総合病院の救命救急センターの充実

に努めます。 

また、東京都の救急医療体制にもとづく、初期救急、二次救急、三次救急の役割

分担など、市民に向けた救急医療に関する情報提供の充実を図るとともに、救急医

療の利用に関した理解を訴えている「救急医療の東京ルール」の周知など救急医療

に関する啓発に努めます。 

（3）市立総合病院の経営 

市立総合病院については、市内における基幹病院として、また、西多摩地域の中

核病院として、救急医療、特殊専門医療などに対応できる体制を強化し、公立病院

の使命である高度、特殊、先駆的、不採算医療を中心に、地域に信頼される医療の

提供や良質な療養環境の提供に努めるとともに、健全な運営に努めます。 

また、計画的な医療器械の整備や既存施設の改修など、適切な維持管理を図ると

ともに、今後の医療ニーズや地域の医療水準の向上に対応した市立総合病院の建替

えに向け、諸課題を整理して、新病院の建設の具体化を図ります。 
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第6章 やさしい福祉のまち 

1 地域福祉 

現状と課題 

少子高齢化や核家族化の進行、地域の相互扶助機能の低下に伴い、家族や地域の

つながりが希薄化していく傾向にあり、高齢者の孤立などの問題が発生し、大きな

社会問題となっています。 

本市では、社会福祉協議会が地域福祉活動の中核的な役割を担っているほか、社

会福祉協議会と民生委員・児童委員、ボランティア団体等が連携し、地域に密着し

た幅広い活動を行っています。 

また、青梅ボランティア・市民活動センターを通じて、ボランティアに関する相

談、情報発信を行うなど福祉ボランティア活動の活性化を図っています。 

今後、少子高齢化や核家族化の一層の進行に伴い、援助を必要とする高齢者や障

害者などが増加し、地域における福祉ニーズはますます増大・多様化することが予

想されるため、判断能力が十分でない認知症高齢者などの人権や財産を守る成年後

見制度の周知や、相談支援体制の充実および多くの市民の福祉活動への参画を促進

する必要があります。 

基本方針 

全ての市民が住み慣れた地域の中で、安心して生き生きと健康に暮らし続けられ

るよう、市民一人ひとりの福祉意識を高め、青梅市の地域福祉の担い手である民生

委員・児童委員の活動、ボランティア活動の支援などを推進するとともに、社会福

祉協議会との連携の強化を図ります。 

認知症高齢者などの権利を擁護するため、成年後見制度などの周知および啓発活

動を推進します。 

また、福祉施設等の配置については、「青梅市における福祉施設等の配置のあり

方に関する基本方針」を新たに見直しながら対応します。 
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基本施策 

（1）福祉意識の向上 

学校での福祉教育や地域における啓発活動を推進し、ノーマライゼーションの普

及を図るとともに、社会福祉協議会と連携し、各種福祉サービスなどの情報提供の

充実を図り、市民の福祉意識の高揚に努めます。 

また、「青梅市地域福祉計画」にもとづき、誰もが住み慣れた地域で、安全に暮

らせるよう、総合的な福祉施策を推進します。 

※ ノーマライゼーションとは、障害のある人もない人も、その尊厳と権利にお

いて平等であり、地域の中で共に生きていくことができる社会を目指すことで

す。 

（2）地域福祉活動の促進 

多様化し、増大する福祉ニーズに対応するため、地域福祉活動の中心である社会

福祉協議会との連携の強化を図るとともに、福祉ボランティア団体など新たな福祉

の担い手の育成に努めます。 

また、地域福祉の向上ため、地域コミュニティを活用するとともに、民生委員・

児童委員を適正配置し、活動の充実を図ります。 

（3）権利擁護の推進 

住み慣れた地域で、安全に暮らせるために、認知症高齢者など判断能力が十分で

ない方の人権や財産を守る成年後見制度などの周知と利用の支援を図ります。 

（4）人にやさしいまちづくりの推進 

「東京都福祉のまちづくり条例」、「青梅市福祉のまちづくり整備要綱」により、

公共公益建物や公共交通施設、道路・公園、住宅などのバリアフリー化、歩道の設

置と段差の解消など、人にやさしいユニバーサルデザインのまちづくりを促進しま

す。 

また、福祉マップを関係団体と共に改訂し、ハンディキャップを持つ方の外出や

交流の促進を図ります。 

※ ユニバーサルデザインとは、誰もが使いやすく、より快適な環境に設計され

たデザインのことです。 
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2 高齢者福祉 

現状と課題 

本市における平成22（2010）年（国勢調査結果）の高齢化率（総人口に占め

る高齢者の割合）は、23.1％となっており、高齢者の増加とともに、ひとり暮ら

し高齢者・高齢者のみ世帯も年々増加しています。 

本市では、高齢者クラブをはじめ、高齢者の自主グループ、趣味・文化団体など

が活発に活動しています。また、シルバー人材センターなどを通じて、高齢者の能

力や経験を生かした社会参加を支援するとともに、住み慣れた地域での生活を継続

するための生活支援サービスなどの充実を図ってきました。特に、本市は介護保険

施設が多く立地しており、都内においても重要な役割を担っています。 

今後は、いわゆる団塊の世代が高齢者となり、高齢化率は、10 年後の平成 34

（2022）年には32.5％と推計されており、高齢化が一層進むことが予想されて

いる中、元気高齢者の能力の活用や健康で生き生きと安心して地域で生活できるよ

う、介護予防事業や高齢者福祉サービスを維持向上させながら、新たな課題やニー

ズに対応できる体制づくりに向け各種施策を展開する必要があります。 

基本方針 

高齢者が元気でいきがいを持ち、住み慣れた地域で、安全に暮らせるよう、健康

づくりや就労、生涯学習、社会参加活動の取組を促進するとともに、相互連携を強

化します。 

福祉・介護保険サービスの充実を図るとともに、関係機関と連携し、日常の見守

り体制や災害時の支援体制など、地域全体で高齢者を支える体制の強化を図ります。 
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基本施策 

（1）元気高齢者のいきがいづくりの促進 

高齢者が気軽に趣味、スポーツ、レクリエーションなどを楽しめるよう、老人（福

祉）センター、地域保健福祉センター、健康センター、各市民センターなどの利用

を促進するとともに、老壮大学など生涯学習活動の充実に努めます。 

また、高齢者の仲間づくり、いきがいづくりなどの社会参加に向け、高齢者クラ

ブ活動、地域コミュニティ活動、高齢者の能力を生かした就業の場や活躍する機会

を支援します。 

福祉センターについては、既存施設の改修など、適切な維持管理を図りながら、

建替えについて検討します。 

（2）介護予防・生活支援サービスの充実 

「青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画」にもとづき、地域包括

支援センターを中心に保健・医療・福祉・介護の連携強化を図り、介護保険サービ

スの充実と円滑な実施を図ります。 

また、介護予防事業への参加の促進と介護予防の意識を高めるため、すこやか高

齢者事業を推進します。 

配食サービス、日常生活用具等の給付など高齢者の在宅生活の維持・継続に必要

なサービスや、家族介護者への支援の充実を図ります 

（3）地域における支援体制の充実 

高齢者が住み慣れた地域や、自らが選択した場所で、自立して生き生きと生活し

続けられるよう、地域包括支援センターの機能強化を図りながら、医療、介護、予

防、生活支援サービスなどが連携して一体的に提供される、地域包括ケアシステム

の構築に努めます。 

また、認知症に関する正しい理解の普及に努めるとともに、災害時要援護者支援

事業をはじめとする各種事業に加えて、地域や関係機関と連携し、高齢者の安全確

保に向け、地域全体で高齢者を見守る高齢者支援ネットワークの構築を図ります。 
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3 障害者福祉 

現状と課題 

障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域の中で自立した生活を送り、安

心して暮らせる社会の実現が求められています。 

本市では、「青梅市自立センター」、「青梅市しろまえ児童学園」を設置してお

ります。自立センターでは、障害者の就労支援や日常生活支援、しろまえ児童学園

では、障害児の生活訓練などを行っています。また、平成23（2011）年に、障

害者、その家族および障害者団体の拠点施設として、「青梅市障がい者サポートセ

ンター」を開設し、相談支援事業のほか、地域活動支援センター事業などを実施し

ています。 

また、障害者団体やボランティア団体を中心に、障害者と家族のスポーツ大会や

レクリエーション、文化活動が展開されています。 

平成 24（2012）年 3月には、「第 3期青梅市障害者計画」と「第 3期青梅

市障害福祉計画」を策定し、障害者施策の基本理念や障害福祉サービスの提供体制

の整備、施設利用者の支援、就労促進、経済的支援、移動手段の確保などに努めて

います。 

現在、平成25（2013）年4月より「障害者総合支援法」の施行が予定されて

いますが、今後も法にもとづき障害福祉サービスの充実を図る必要があります。 

基本方針 

障害者が社会の一員として、住み慣れた地域で、安心して生活を送るために、ノ

ーマライゼーションの普及に努め、「青梅市障がい者サポートセンター」などによ

る相談支援体制、障害者のニーズに対応して、必要なサービスが提供できる障害福

祉サービスなどの充実を図ります。 

また、障害者の自立した生活や社会活動への参加を支援するとともに、関係機関

との連携を図りながら、就労支援に努め、誰もがその人らしく暮らせる共生のまち

づくりを進めます。 
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基本施策 

（1）計画の推進・策定 

「青梅市障害者計画」と「青梅市障害福祉計画」にもとづき、障害者施策および

障害福祉を推進するとともに、次期の計画を策定します。 

国における「障害者総合支援法」の施行に伴い、制度内容の周知を図りながら、

対象とする障害福祉サービスの充実や、支援体制の整備に努めます。 

また、障害者や障害に対する市民の理解を深め、ノーマライゼーションの理念を

一層浸透させるため、学校での福祉教育や地域における啓発活動を推進します。 

（2）自立生活の支援 

障害者が地域において自立した生活を送ることができるよう、青梅市障がい者サ

ポートセンター事業や、障害福祉サービスの充実を図ります。 

青梅市自立センターなどについては、実施事業を継続しながら、支援体制の強化

を図ります。 

また、障害者の地域生活を支援するため、「青梅市における福祉施設等の配置の

あり方に関する基本方針」に照らし合わせながらグループホーム・ケアホームなど

の充実を図ります。 

（3）社会参加の促進 

障害者就労支援センター事業の充実をはじめ、ハローワーク、企業や福祉施設と

連携し、障害者の就労促進を図ります。 

社会福祉協議会と協力しながら、障害者団体やボランティア団体などと連携し、

障害者やその家族が参加する文化・スポーツ・レクリエーション活動などを支援し

ます。 

また、福祉バスの運行や福祉有償運送事業の充実を図りながら、公共交通機関で

の移動が困難な障害者などの社会参加を促進します。 
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4 ひとり親福祉 

現状と課題 

近年、離婚の増加などにより、ひとり親家庭が増加しており、それらの家庭では、

子育てと仕事の両立や子育て自体への負担が大きく、精神的経済的に不安定な状況

もみられます。 

本市では、子ども家庭支援センターや母子自立支援員による相談対応をはじめ、

児童扶養手当などの公的保障制度による経済的支援、ホームヘルプサービスなど福

祉サービスの提供、ハローワークと連携した自立支援プログラムの実施などひとり

親家庭への支援に努めています。 

今後も、公的保障制度による経済的支援とともに、自立に向けた就労支援体制の

充実、福祉サービスの提供などひとり親家庭への支援を図る必要があります。 

基本方針 

ひとり親家庭の生活の安定や経済的自立を促進するために、子育て、教育、就労

などに応じるための相談体制の充実を図ります。また、関係機関との連携による就

労支援体制などの充実を図り、安心して働ける環境づくりに努めます。 

基本施策 

（１）自立への支援 

公的保証制度の周知や利用の促進と、ハローワークなどと連携した自立支援を図

りながら、経済的支援に努めます。 

また、日常生活に支障が生じているひとり親家庭に対する福祉サービスの提供な

どを図り、安心して働ける環境づくりに努めます。 

（2）相談・連携体制の充実 

様々な問題や悩みを抱えるひとり親家庭の不安を解消するため、関係機関との連

携を強化し、相談・指援体制の充実を図ります。 
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5 生活保護 

現状と課題 

生活保護制度は、生活に困窮する全ての人に対し、最低限の生活を保障するとと

もに、自立を助長するための制度ですが、社会経済情勢の変化に伴い、生活保護世

帯は全国的に増加傾向にあります。 

本市の状況をみると、平成 23（2011）年度の被保護世帯数は 1,601 世帯、

保護人員は2,287人で、高齢化の影響により高齢者世帯、雇用情勢の悪化により

仕事に就くことができないその他の世帯が年々増加しています。 

今後は、援護を必要とする世帯の実態とニーズを的確に把握し、生活保護制度の

適切な運用を図るとともに、関係機関や民生委員・児童委員との連携のもと、生活

保護世帯の自立に向けた支援を進めていく必要があります。 

基本方針 

生活保護に関する様々な相談や必要とする福祉施策などを活用するために、実施

体制を強化し、適正な実施に努めます。また、関係機関と連携を図りながら、自立

に向けた施策を推進します。 

基本施策 

（1）実施体制の充実と適正実施 

援護を必要とする世帯の実態とニーズを的確に把握し、生活保護制度の適切な運

用を図るとともに、関係機関と連携し、各種福祉施策などの活用や相談・支援体制

の充実など実施体制の強化を図ります。 

（2）生活自立への支援 

ハローワーク青梅、民生委員・児童委員や社会福祉協議会などの関係機関と連携

して、あらゆる福祉サービスを活用し、自立に向けたきめ細かな支援を推進します。 
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6 社会保障 

現状と課題 

国民健康保険制度は、疾病や負傷等の際に安心して医療を受けられるよう、被保

険者が支え合う医療保険の柱として、重要な役割を果たしています。 

高齢化や医療技術の高度化等により医療費は増加の傾向にある一方、雇用情勢の

悪化、景気の低迷などにより国民健康保険の財政を取り巻く状況は厳しくなってい

ます。今後の国民健康保険制度の改革を踏まえながら、特定健康診査・特定保健指

導の推進による医療費の抑制に努めるなど、財政基盤の強化に向けた施策を推進す

る必要があります。 

後期高齢者医療制度は、75歳以上（障害認定65歳以上）を対象に、東京都後

期高齢者医療広域連合が運営主体となり、医療給付を行っています。 

本市は、多数の高齢者福祉施設が立地することから、市の医療費負担が大きくな

っており、今後の制度改正の動向も踏まえながら、療養給付についての財政負担の

不均衡是正を要望していく必要があります。 

介護保険制度は、平成12（2000）年に要介護者を社会全体で支える仕組みと

して導入され、現在、平成24（2012）年度を初年度とする第5期の計画期間と

なっています。 

本市の状況をみると、要介護等認定者数は、制度発足当時の平成12（2000）

年度から約 2.5 倍となっています。それに伴い介護給付費および介護保険料の基

準月額も増大しており、今後の高齢化の進行に伴い、更に増大することが見込まれ

ます。 

今後も、介護サービスの充実を図るとともに、認定からサービス利用に至る推進

体制の強化を図り、介護保険事業の適切な運営に努める必要があります。 

国民年金制度は、老後の収入を保障し、健全な国民生活の維持を図ることを目的

としており、高齢者はもとより、若い世代にとっても必要不可欠な制度です。 

今後、少子高齢化の進行が見込まれる中、国民年金の果たす役割はますます大き

なものとなることが予想されることから、日本年金機構と連携し、国民年金制度に

対する市民の理解を深めていく必要があります。 

基本方針 

国民健康保険については、適正な保険税の賦課と収納率の向上を図るとともに、

健康増進、特定健康診査・特定保健指導の推進、ジェネリック医薬品（後発医薬品）

の周知などにより、医療費の抑制を図り、健全な運営に努めます。 
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後期高齢者医療については、東京都後期高齢者医療広域連合と連携し、円滑で安

定的な制度運営に努めるとともに、新たな法制度に移行された場合には、迅速に対

応します。 

介護保険については、住み慣れた地域で、安心して、介護サービスや介護予防サ

ービスを受けられるよう、サービスの整備、充実を図りながら、健全な運営に努め

ます。 

国民年金については、関係機関との連携に努めるとともに、制度の意義や役割な

どの普及啓発を図ります。 

基本施策 

（1）国民健康保険制度の健全運営 

関連部門が一体となった被保険者の健康づくりの促進や特定健康診査の受診率

および特定保健指導の実施率の向上を図りながら、制度の仕組みについての周知、

レセプト点検の強化、ジェネリック医薬品の利用を促進し、医療費の適正化に努め

ます。 

また、国民健康保険財政の安定のため、国民健康保険税の適正な賦課に努め、収

納率の向上に努めます。 

（2）後期高齢者医療制度の健全運営 

東京都後期高齢者医療広域連合と連携し、円滑で安定的な制度運営を図るととも

に、東京都後期高齢者医療広域連合に対して、療養給付費についての財政負担の不

均衡是正を働きかけます。 

また、新たな法制度に移行された場合には、市民へ制度の周知・啓発に努めなが

ら、迅速に対応します。 

（3）介護保険制度の健全運営 

「青梅市高齢者保健福祉計画・青梅市介護保険事業計画」は、3年ごとに見直し、

計画にもとづき、地域密着型サービスなど、介護保険サービスの充実を図ります。 

また、介護サービスの質の向上を図るための給付の適正化、事業所への指導、公

正公平な要介護認定、介護保険料の適正な賦課・徴収などを図りながら、介護保険

制度の健全な運営に努めます。 

（4）国民年金制度の啓発・周知 

日本年金機構をはじめ関係機関と連携し、広報紙、ホームページなどを通じて、
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国民年金制度の意義や役割についての情報提供の充実を図ります。 
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第7章 活気ある産業で雇用が生まれるまち 

1 農業・林業 

現状と課題 

農業を取り巻く環境は、農産物価格の低迷や生産コストの上昇による収益の悪化、

農業者の高齢化や後継者不足等の問題など極めて厳しい環境にあります。 

本市の農業も同様の問題を抱えていることに加え、都市化に伴う農地の減少や遊

休農地化、ウメ輪紋ウイルスによるウメ生産への被害などの特有の問題を抱えてい

ます。 

特に、ウメ輪紋ウイルスの緊急防除により市内の梅樹が数多く失われたことで、

特産物である梅を地域資源とした農業と商業、観光の連携した地域産業が大きな痛

手を受けていることから、ウメの再生が大きな課題となっています。 

さらに、農業生産技術の改善、経営感覚に優れた人材の確保および育成、優良農

地の確保や利用集積による経営基盤の強化、農産物の多様な販路開拓などが課題と

なっています。 

生産緑地地区などの市街化区域内農地は、農業生産の基盤として重要な役割を担

っていますが、その保全や適正な管理が課題となっています。 

また、地産地消の推進や農産物加工と商品化への支援の充実など、農業と工業、

商業、観光等との連携の一層の強化が必要です。 

このため、新規就農者の確保や優れた農業従事者の育成に対する支援に努めると

ともに、ウメ輪紋ウイルス被害からの早期の再生を進め、農業と商工業、観光との

連携強化を図り、地域産業の振興を図る必要があります。 

林業については、市の面積の約63％を森林が占めていますが、国内の木材価格

の低迷や林業従事者の高齢化により荒廃が進んでおり、国・都などの制度を活用し

た森林整備を進めるとともに、林産物の活用を広げ、産業としての林業の振興に努

める必要があります。 

基本方針 

経営感覚に優れた意欲ある農業従事者の育成・確保を図るとともに、経営基盤の

強化を支援します。また、地域特性と市場に近接している有利性を生かした農業施

策の拡充を図り、安全で新鮮な農畜産物の地産地消を促進します。 

ウメ輪紋ウイルスからの早期克服を進め、2次・3次産業と連携した地域ビジネ

スの展開を推進します。 
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林業については、各種団体や関係機関と協力し、基盤整備や利用促進に努めます。 

市民が農業や林業に親しみ、ふれあえる環境を整え、市民の理解を深めるととも

に、農地や森林が持つ多面的公益的な機能の保全に努めます。 

基本施策 

（1）安全で多彩な農業生産の推進 

「青梅市農業振興計画」を策定し、生産者や関係機関・団体、市が連携を強め、

環境保全型農業への転換や農業生産技術の改善や生産性の向上、農産物の高品質化

などを促進し、活力と魅力ある農業振興を図ります。 

また、計画的な栽培などによるウメの早期再生を目指すとともに、ウメに関連し

た商工業・観光の分野との連携を進め、新たな梅の里の再生を図ります。 

（2）広範な担い手の育成 

認定農業者をはじめ、意欲ある農業経営者への支援を進めるとともに、関係団体

と連携し、農業後継者や新規就農者など新たな担い手の育成・確保を図ります。 

（3）生産の基本となる農地の保全 

「農業振興地域整備計画」を改定し、農道、用排水施設などの基盤整備を進め、

優良農地の確保と生産力向上を図ります。 

また、農地の集積を促進し、農業経営の多角化・高度化を進めるとともに、農業

生産の向上、耕作放棄地の発生防止と解消を図ります。 

生産緑地地区などの市街化区域内農地については、農業委員会と連携し、その保

全と適正な管理に努めます。 

（4）魅力ある地産地消の推進 

農家の直売機会を拡大し、生産者と消費者を結びつけることにより、生産物に対

する愛着心や安心感を深めるなど地産地消を促進します。 

地元生産物の活用が進むよう販路の充実・拡大を図り、利用機会の増大に努めま

す。 

（5）ふれあい農業の推進 

市民のニーズに応じた多様な農園の拡充や観光と連携した取組、援農ボランティ

アの推進などを図り、農業に対する理解を深める農業体験の場を確保します。 
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（6）林業の振興 

国・都などの制度を活用した林業生産基盤の充実を図るとともに、間伐材の有効

利用や特用林産物による経営安定化を促進するなど、林業経営の強化を支援します。 

また、多摩産材の普及を図るとともに、公共施設での積極的な利用を進めます。 

森林組合など関係者と連携し、林業従事者や森林ボランティアの育成・確保に努

めます。 
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2 工業 

現状と課題 

工業は、地域経済の活性化はもとより、雇用の場の確保や先進的な研究・開発機

能など、重要な役割を担っていますが、円高や原料価格の高騰、新興国の台頭等、

経済のグローバル化の進展等に伴い、工業を取り巻く環境は厳しさを増しています。 

本市では、昭和40年代から三ツ原工業団地や西東京工業団地を中心に工業の集

積が進みましたが、移転廃業等により、一部空き地や空き工場が発生しています。 

市内に立地している企業は先端製品の部品製造を行う中小規模の事業所も多く、

情勢変化に適応した時代の流れに合わせた製造を行うために、常に新しい技術や新

しい製法等に取り組む必要があります。 

このような状況下にあることから、立地企業の技術高度化への支援とあわせて、

新たなビジネスの創出を図ることが課題となっています。 

今後は、企業の生産・開発の支援体制の充実を図るとともに、新規ビジネスチャ

ンスの拡大を進め、企業基盤の強化・充実を図る必要があります。 

基本方針 

中小企業の経営基盤の強化や高度技術の開発、新規分野への進出などに対し、企

業のニーズに応じたきめ細かな支援を図ります。 

融資制度の充実に努め、経営基盤が不安定な中小企業の経営安定化を図ります。 

また、青梅商工会議所とともに、企業や団体による連携を促進し、地域の持つ潜

在能力を発揮させていきます。 
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基本施策 

（1）経営基盤の強化 

おうめものづくり支援事業等を通じて、中小製造業者への新製品開発をはじめ、

新分野への進出、特許・ＩＳＯの取得、新技術開発などを支援し、経営基盤の強化

を図ります。あわせて、青梅ブランドの育成に努めます。 

（2）経営の支援 

青梅商工会議所と連携し、各種融資制度の普及に努め、設備導入などによる負担

の軽減を図り、経営の安定化、高度技術化を促進します。 

（3）企業連携の促進 

関係団体や産学官の連携を強化し、更なる広域連携、異業種交流を進め、人材育

成、技術向上を図るともに、新たな企業活動の展開を支援します。 
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3 商業 

現状と課題 

商業は、豊かな消費生活の提供、にぎわいや活力の創出など、まちづくりの上で

重要な位置を占めていますが、全国的に既存商店街の衰退が大きな問題となってい

るほか、高齢者等の買い物弱者の問題も懸念されています。 

本市では、青梅駅周辺に「昭和レトロ」の風情を残す商店街が形成されるなど、

各地域に商店街が形成されています。 

近年、新町や大門地区などでは、自動車で来店する郊外型店舗の出店が進む一方

で、旧来の商店街は、空き店舗が増加し、大きな問題を抱えています。 

今後の超高齢社会においては、利便性・至近性から生活に密着した商店街の必要

性が増しており、空き店舗対策や買い物弱者対策など適切な対応を図るとともに、

観光と連携した商店街の活性化なども進めていく必要があります。 

基本方針 

市民の日常生活を支える各地域における商店街の取組を支援するとともに、まち

の活性化とひとの交流を促進する商店街振興に努めます。 

特に中心市街地においては、青梅らしい雰囲気をもつ、住民と利用者のニーズに

応じた街なみ再生を促進し、活気ある商店街を目指します。 

また、訪れて楽しい、ぶらりと散策ができる観光商業を振興し、商店街の活性化

を推進します。 
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基本施策 

（1）商店街活性化の支援 

買い物弱者対策など地域に密着したサービス展開や空き店舗の活用対策など魅

力的・個性的な商店街づくりを支援します。 

また、青梅商工会議所との連携のもと、支援体制の強化を図り、経営の近代化や

後継者の育成を促進するとともに、厳しい経営環境に対応するための各種融資制度

の周知と活用を促し、経営体質の強化、経営の安定化を促進します。 

（2）観光商業の振興 

青梅宿における地域資源を活用したまち歩きの取組をはじめ、「昭和」をイメー

ジした商店街づくりなどによるまちと一体となった商業観光づくりを支援します。 

また、商店街の特色を生かした施設整備のほか、農業・観光と連携した商店街活

性化イベントや特産品の開発・販売などを支援し、商店街のにぎわい創出を促しま

す。 

※ 観光商業とは、名所・旧跡などの観光地やイベントなどの来訪者をおもな対

象として商業展開を図る取組の総称として使用しています。 
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4 新産業 

現状と課題 

農林業、商業、工業など既存産業を取り巻く環境が厳しさを増し、新たな雇用の

場の確保が大きな課題となっています。 

また、少子高齢化の進行や社会経済構造が変化する中、再生可能エネルギーや健

康福祉など社会ニーズの広がりに対応した産業、まちづくりや地域再生に貢献する

産業など、新しい産業の形態が模索されています。 

さらに、市民生活の多様化、個性化が進む中で、我が国の経済におけるサービス

業の占める割合は大きくなっています。サービス業は、地域経済との結びつきが非

常に強い産業であり、地域経済の活性化を促進する上で重要性が高まっています。 

本市においても、一層の地域活性化と雇用の拡大を図るためには、恵まれた広域

交通条件を有し、先端産業が集積するとともに、多くの医療・福祉施設が立地する

といった本市の特性を活用した新産業を育成していくことが求められています。 

今後は、学術研究機関などの立地促進をはじめ、産業開発や起業を支援する施策

を積極的に推進し、豊富な地域資源を生かした新たな産業の開発や起業化を促進す

るとともに、コミュニティビジネスの支援など地域ニーズに応える産業の振興を図

る必要があります。 

基本方針 

豊かな自然に恵まれ、都市基盤の整備が進んだ都心近郊の好立地を生かし、企業

誘致条例を有効に活用することで、優良企業の立地を進め、地域経済の活性化と市

民の安定的な雇用の確保に努めます。特に、学術研究機関や企業の研究開発部門な

どの誘致を進めるとともに、起業やベンチャー企業の支援を積極的に行い、地域産

業の高度化や多様化を図ります。 

再生可能エネルギーや高齢化などの社会問題に対応する次世代産業を育成し、地

域雇用を創出するとともに、地域に必要とされるサービスの充実・向上に努めます。 
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基本施策 

（1）企業の誘致 

青梅市企業誘致条例にもとづき、本市への企業立地の魅力を周知するとともに、

立地企業の支援、企業誘致の対策の充実を図り、ものづくり産業やサービス産業、

物流産業等幅広い分野の優良企業の立地を促進します。 

（2）研究拠点・新規分野の集積 

企業誘致条例などを活用し、学術研究機関や企業の研究開発部門など知識集約

型・知的価値創造型の産業を誘致するとともに、関係機関と連携し、起業支援やベ

ンチャー企業への支援を検討します。 

（3）次世代産業の育成 

再生可能エネルギーや高齢化などの社会問題に対応し、多くの医療・福祉施設が

立地する本市の特性を生かした新エネルギー産業、保健・福祉産業など次世代産業

の育成とともに、地域に必要とされるサービスの充実に向け、コミュニティビジネ

スの支援を検討します。 
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5 観光 

現状と課題 

近年の観光は、志向が多様化するとともに、日帰り旅行やまち歩きへの関心が高

くなっており、多様な趣味に応じられる体験メニューの提供や四季を通じた魅力あ

る観光地づくりが求められています。 

本市は、秩父多摩甲斐国立公園の玄関口に位置し、多摩川の清流・水辺や岩蔵温

泉郷の温泉など自然環境に恵まれているとともに、吉野梅郷の梅にはじまり、塩船

観音寺のつつじ、吹上のハナショウブ、御岳山のレンゲショウマ、御岳渓谷の紅葉

と四季を通じて観光客に親しまれています。 

また、市民マラソンの草分けでもある「青梅マラソン」をはじめ、御岳山の「薪

神楽」、青梅宿の「だるま市」、「青梅大祭」、「青梅宿アートフェスティバル」

など、魅力あるイベントも開催され、多くの観光客が訪れています。 

青梅市の観光宣伝を担う青梅市観光協会は、平成22（2010）年度に一般社団

法人化され、観光協会の主導による魅力ある観光振興が期待されています。 

しかし、平成21（2009）年4月、吉野梅郷において、日本で初めてウメ輪紋

ウイルスの感染が確認され、市内全域が防除区域として指定されるなど、多大な被

害を受けました。早期に梅の里として再生を図るため、「梅の里再生計画」を策定

し、市民や事業者、行政等が一丸になって復興に取り組んでいます。 

今後は、引き続き梅の里としての再生・復興に取り組むとともに、老朽化した施

設の整備と多様化する観光ニーズに対応した魅力ある観光地づくりに向け、青梅市

観光協会と連携し、積極的な情報発信・情報提供をはじめ、歴史的、文化的、産業

的観光資源の発掘、広域的観光ルートの形成、特産品の開発、観光ボランティアガ

イドの育成、訪日外国人も含めた観光客受入れ体制の充実など多面的な観光振興策

に取り組む必要があります。 

基本方針 

本市の自然や歴史的、文化的観光資源だけでなく、新たな観光資源の発掘・開発

に努め、魅力を高めるとともに、インターネットなども活用した情報発信・情報提

供を行い、滞在・回遊型観光の振興を図ります。 

特に、本市の代表的な観光資源である吉野梅郷地区については、幅広く関係者と

の連携・協力を更に進め、「梅の里再生計画」にもとづいた新たな「梅の里」とし

て、ウメ輪紋ウイルス被害からの早期の再生・復興を推進します。 

青梅市観光協会や交通事業者などによるイベント・催しに積極的に協力するとと
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もに、ボランティアガイドの育成や農業などの他分野との連携を図り、観光客をも

てなす体制の充実を図ります。 

基本施策 

（1）観光施設・観光情報の充実 

観光ニーズに対応した既存観光資源の充実・活用をはじめ、老朽化した施設の改

修、回遊性のある観光ルートの開発・整備、農業や商業と連携した新たな特産品の

開発や観光ボランティアの養成など観光客の受入れ体制づくりに取り組み、顧客満

足度の向上や新たな観光形態への対応に努め、リピーターを確保する観光地づくり

を進めます。 

また、青梅市観光協会の運営支援を図り、自由な発想・手法を活用した観光協会

の主導による魅力ある観光振興の推進を支援します。 

さらに、シティーセールスの視点に立ち、インターネットをはじめ、あらゆるメ

ディアの活用による情報発信、パブリシティに着目した情報提供の充実を図り、本

市の観光ＰＲ活動の強化を図ります。 

情報発信機能や休憩機能をもつ観光交流の拠点としての「道の駅」整備に向けた

検討を進めます。 

※ シティーセールスとは、都市としてのイメージや知名度を高めることにより、

その都市が持つ様々な魅力を効果的・戦略的に発信する取組です。 

※ パブリシティとは、企業・団体・官庁などが、その製品・事業などに関する

情報を積極的にマスコミに提供し、マスメディアを通して報道として伝達され

るよう働きかける広報活動のことです。報道として取り扱われるので信頼性の

高い情報として消費者や取引先などに受け止められる効果があります。 

（2）観光資源の創出 

歴史的、文化的、産業的観光資源など地域資源を見直し、新たな観光資源の発掘

に努めるとともに、青梅固有の豊かな自然や歴史・文化を活用したエコツーリズム

の検討を図ります。 

また、梅郷地区について、関係者との連携のもと、梅の公園等における観梅環境

を充実し、魅力ある「梅の里」としての再生を図るとともに、地産地消体制の充実

や、加工特産品の開発などにより、農業、商業、観光の一体的復興を図ります。 

※ エコツーリズムとは、地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有の魅

力を観光客に伝えることにより、その価値や大切さが理解され、保全につなが
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っていくことを目指していく仕組みです。観光客に地域の資源を伝えることに

よって、地域の住民も自分たちの資源の価値を再認識し、地域の観光のオリジ

ナリティが高まり、活性化させるだけでなく、地域のこのような一連の取組に

よって地域社会そのものが活性化されていくと考えられます。 
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6 雇用 

現状と課題 

景気低迷の長期化、産業を取り巻く経営環境が厳しさを増すなかで、雇用環境は

非常に厳しい状況にあります。 

本市における雇用状況をハローワーク青梅管内での有効求人倍率からみると、東

京都および国の数値より低い数値で推移しており、厳しい地域雇用状況となってい

ます。 

企業が合理化を進める中、個別企業内での雇用増大が望めないため、新たな企業

の誘致が雇用の場の確保に寄与すると見込まれます。このため、企業誘致とともに、

きめ細かい就職面接会の開催などにより、市民の就業機会の拡大を図る必要があり

ます。 

また、全ての就業者が健康で快適な勤労生活を送ることができるよう、労働環境

の改善や勤労者の福利厚生の充実を図っていく必要があります。 

基本方針 

ハローワークや青梅商工会議所などの関係機関と連携し、社会経済状況や本市の

特性を的確に捉えた就労支援対策や就労機会の拡充を図ります。 

また、地元企業や関係機関と協力し、若年者をはじめ女性や高齢者、障害者など

が安心して働き続けられるよう、福利厚生の充実や育児・介護休業制度の普及など

を促進していきます。 



105

基本施策 

（1）雇用の促進 

青梅市企業誘致条例にもとづき企業誘致を促進し、就業機会の拡大を図ります。 

また、ハローワーク青梅と青梅商工会議所との共催により地域特性に応じた就職

面接会を開催し、求職者の雇用機会の拡大を図ります。 

スキルアップを図る実践的な講習会などを開催し、職業能力の開発を支援します。 

（2）勤労者福祉の充実 

関係機関と連携し、きめ細かな労働相談に応じるなど労働条件の向上を図るとと

もに、事業所への啓発等を通じて、育児・介護休業制度の普及など働きやすい環境

づくりを促進します。 

また、大企業と格差がある中小企業の福利厚生の充実を支援します。 
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第8章 都市基盤が整う魅力あるまち 

1 都市形成 

現状と課題 

良好な都市基盤や商業施設等が整備された市街地は、安全で快適な居住環境やま

ちのにぎわい、産業・文化の集積を生み出すものであり、まちの発展を支える重要

な礎です。 

本市では、市内東部地域において昭和 30 年代後半から土地区画整理に着手し、

道路や公園、下水道などの基盤整備を進めた結果、良好な市街地が形成されていま

す。 

なかでも、青梅駅・東青梅駅・河辺駅の 3 駅周辺は、中心市街地として市民の

豊かな生活を育んできました。 

青梅駅周辺は、商店街のにぎわい等により青梅の顔として、長い間、市の中心地

として栄え、西多摩地域の拠点としても機能してきました。 

東青梅駅周辺は、市役所をはじめとする官公庁施設が数多く立地しています。 

河辺駅周辺は、平成19（2007）年度に駅前複合ビルが完成するなど、業務・

商業施設の集積が進んでおり、市立総合病院や市立総合体育館も立地しています。 

しかし、青梅駅周辺は、昭和40年代に駅前土地区画整理事業等によって都市基

盤が整備された以降は、まちづくりの進展が見られず、施設の老朽化が目立つなど、

以前の活気が失われつつあります。 

また、市内北部、西部地域においても、都市基盤整備を進め、地域の維持・発展

に努めてきましたが、今後も引き続き人口減少や高齢化の進展が見込まれています。 

一方、青梅インターチェンジ周辺地区においては圏央道の整備による交通利便性

を生かした産業誘導など、本市の更なる発展をけん引する新たな拠点整備も求めら

れています。 

今後とも、基本構想の土地利用方針の実現に向け、適切な土地利用を図るととも

に、地域特性を生かした魅力ある都市形成を進め、まちのにぎわいや活力を高めて

いく必要があります。 

基本方針 

都市の活力と自然の豊かさとの適切なバランスがとれた計画的な土地利用を促

進し、住みたい、住み続けたいまちづくりを推進します。 

中心市街地では、業務、商業、文化、医療などの機能集積を複層的に活用し、新
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たな魅力とにぎわいを形成するとともに、地域特性や交通利便性を生かした新たな

広域的機能展開を図っていきます。 

あわせて、無秩序な開発・利用を抑制し、豊かな自然や良好な住環境を保全して

いきます。 

基本施策 

（1）計画的な土地利用の促進 

本市の土地利用の基本方向や関連計画、社会経済状況の変化などを踏まえ、「都

市計画マスタープラン」の改定を行い、計画的な土地利用を図り、活力あるまちづ

くりを進めます。 

また、生活・自然環境への影響が懸念される施設に対する対応方針を策定し、こ

れにもとづく適正な対応に努め、無秩序な開発行為の防止や土地利用区分に応じた

適正な土地利用を図ります。 

さらに、まちづくり、災害復旧時の基礎資料となる地籍調査の推進を図ります。 

（2）機能集積の促進 

青梅業務核都市基本構想などにもとづき、業務核都市・核都市にふさわしい業務

機能や商業機能、文化機能など、諸機能の集積を図ります。 

圏央道青梅インターチェンジ周辺地区では、今井土地区画整理事業を支援し、圏

央道の利便性を生かした物流拠点の整備を進めます。 

中心市街地では、地域の意欲ある住民や関係者と連携・協力し、定住人口や交流

人口の増加、商店街の活性化を図るため、青梅駅周辺の再開発事業などに取り組み、

魅力ある中心市街地を形成します。 

日本ケミコン跡地では、国等の官庁施設の集約化に努めるとともに、市民ホール

の検討を進めるなど、利活用によるまちの活性化に取り組みます。 
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2 道路 

現状と課題 

道路は、産業活動や日常生活を支えるとともに、人々の交流を促進する重要な社

会基盤です。 

圏央道では東名高速道路や東北自動車道等との接続に向けて整備が進められて

います。 

また、本市の幹線道路網について、都市計画道路を中心に国道・都道の整備促進

を要請しています。 

市道では、事業化した都市計画道路の整備を積極的に進めています。生活道路で

は、交通利便の向上を図るため、拡幅改修工事や路面改良工事等を実施するととも

に、健康の保持や地域の歴史・文化に触れながら歩く人が安全で安心に利用できる

みちづくりに向けて「青梅市健康と歴史・文化の路」整備事業を進めています。 

しかし、広域的連携の向上や災害時の避難救助活動に資する幹線道路の整備・充

実、老朽化する橋りょうなどの維持管理が課題となっています。 

このため、幹線道路から身近な生活道路に至るまで、より一層安全で便利な道路

網の整備や効率的な維持管理に取り組むとともに、歩道の整備など歩行者にとって

安全で快適な空間の確保等を進めていく必要があります。 

基本方針 

圏央道や国道、都道の整備を促進し、連絡性の向上と機能的な活動を支える広域

的な道路ネットワークの構築に努めます。 

また、市道では、安全性の向上や災害に強いまちづくりの実現、ひとにやさしい

道路環境づくりを進めるため、拡幅や歩車道分離などの整備を進めるとともに、道

路や橋りょうなどを計画的かつ予防的に補修、修繕し長寿命化を図ります。 
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基本施策 

（1）幹線道路網の整備促進 

圏央道について、関係市町村との連携を図り、環状道路としての機能が十分に発

揮できるように、早期の全線開通に向けた整備促進を要請します。 

また、千ヶ瀬バイパスの延伸に積極的に協力するなど都市計画道路の整備を促進

するとともに、国道や都道の拡幅整備や電線類地中化、バリアフリー化などの改良

整備を要請します。 

さらに、東西幹線道路網の充実を図るため、多摩新宿線についても早期具体化を

要請します。 

（2）市道の整備 

「多摩地域における都市計画道路の整備方針（第三次事業化計画）」に定められ

た路線や周辺環境の変化や課題を適切に捉え選定した都市計画道路の整備を推進

します。 

生活道路では、利用形態や地域特性に応じ、道路の拡幅や歩道の設置などの整備

を図ります。 

また、道路整備に当たっては、安全性の向上や災害時の対応をはじめ、バリアフ

リー化、電線類地中化、環境・景観の保全などに配慮した、人と環境にやさしい道

路空間づくりを進めます。 

（3）道路の維持管理 

機能的な道路台帳の整備のもと、道路や橋りょう、沿道の構造物などを点検し、

計画的かつ予防的な補修・修繕を実施し、安全性の向上や長寿命化を図ります。 

また、街路灯について、省エネルギー型照明の導入を進めます。 
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3 公共交通 

現状と課題 

鉄道やバスなどの公共交通は市民生活を支える都市基盤のひとつであり、人口減

少社会の到来や超高齢社会の本格化に伴う社会経済状況の変化により、公共交通の

果たす役割はますます高まっています。 

本市の公共交通は、ＪＲ青梅線が市内を東西に貫き、市外や都心と連絡しており、

市内10駅と小作駅を含めた利用者は1日当たり4万5千人を超えています。ま

た、地域での身近な移動手段である路線バスは、バス事業者により路線網が構築さ

れています。 

しかし、ＪＲ中央線や青梅線では、輸送力の増強や利便性の向上が求められてい

ます。路線バスでは、利用者が少なく、路線維持のための財政的な負担が重くなっ

ています。さらに、市内に点在する交通空白地域や不便地域の解消も課題となって

います。 

今後は、広域的な連携によるＪＲ線の輸送力増強の働きかけや、路線バスの利用

促進、ニーズに応じた路線網への対応を図る必要があります。 

基本方針 

市民や交通事業者など多様な関係者で構成する青梅市公共交通協議会において、

誰でもいつでも気軽に利用できる公共交通システムの構築を図ります。 

鉄道については、近隣自治体とも連携し、運行本数の増加による輸送力の強化や

駅舎、ホームなどの駅施設の改善を要請します。 

バスやタクシーなどについては、身近で日常的な交通機関として、地域特性を踏

まえた市民の足となるよう路線の充実や再編、配車サービスの充実などを促進しま

す。 
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基本施策 

（1）公共交通網の検討 

市民や交通事業者など多様な関係者で構成する公共交通協議会などで、利用者の

ニーズに応じた公共交通網の抜本的な見直しに取り組み、本市における公共交通網

全体の最適化を図ります。 

（2）幹線交通の充実 

西多摩地域広域行政圏協議会など近隣自治体と連携し、ＪＲ青梅線の運行本数の

増加や青梅駅ホームの増設などによる輸送力の強化、ＪＲ中央線の複々線化による

東京直通電車の増発や老朽化した施設の改善などの利便性向上を促進します。 

また、更なる安全性の向上や利用特性に応じたバリアフリー化を要請します。 

多摩地域の公共交通の充実を図る多摩都市モノレールの整備についても、多摩地

域都市モノレール等建設促進協議会を通じて関係機関へ要請します。 

（3）地域交通の充実 

市民にとって必要不可欠な安全な移動手段として、路線バスなどの利用促進に向

けた取組を進めながら、その維持・発展に努めます。また、交通事業者の経営努力

を適正に評価する新たな公共負担制度を導入し、既存路線の活性化および新規参入

の促進を図ります。 
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4 下水道 

現状と課題 

下水道は、河川等の水質保全や自然環境の保全、快適な市民生活の確保など、多

面的な機能を持ち、人々の生活に欠くことのできない重要な施設です。 

本市の公共下水道は、多摩川上流流域関連公共下水道（分流式）として昭和47

（1972）年度から事業に着手しました。 

汚水事業については、残された西部地域や北部地域での整備を進めています。ま

た、雨水事業については、浸水の可能性がある地域の集中的な整備を行ってきまし

た。 

公共用水域の水質保全と生活環境の向上、全市水洗化に向けて、公共下水道およ

び合併処理浄化槽整備事業の推進を図る必要があります。また、市街化の進行に伴

う浸水被害の防止を図る対策を推進する必要があります。 

基本方針 

生活環境の向上と河川等の水質保全などを図るため、公共下水道汚水事業および

合併浄化槽整備事業を計画的、効率的に進め、全市水洗化を目指します。老朽化が

進む施設については予防保全型の維持管理を行うとともに、計画的、効率的に更新

を行います。また、下水道使用料の適正化を図り、経営健全化を更に進めます。 

雨水については、浸水被害の予防と地下水のかん養などを図るため、雨水浸透施

設の設置を促進します。 
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基本施策 

（1）汚水施設の整備 

全市水洗化に向け、第3期事業区域（御岳、御岳本町、沢井、二俣尾地区ほか）

をはじめ、小曾木事業区域、御岳山事業区域などの公共下水道の整備を推進すると

ともに、集合処理に適さない地域等については、市が主体となり整備・維持管理を

行う市町村設置型合併処理浄化槽の普及、促進を図ります。 

また、下水道等事業の進捗に合わせ、適切な受益者負担を図ります。 

（2）汚水施設の維持管理 

下水道管や汚水中継ポンプ場については、災害時のライフラインとしての重要性

から耐震化を図ります。 

また、汚水中継ポンプ場については、ライフサイクルコストの低減を図りながら、

計画的な改築更新を行っていきます。 

（3）雨水対策の充実 

浸水被害の防止に向けた雨水排除施設の整備をはじめ、雨水浸透施設や雨水小型

貯留施設の設置補助を図るなど、雨水対策の充実を図ります。 
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5 河川・砂防 

現状と課題 

100 平方キロメートルを超える広範な市域を有する本市は、関東山地が平野部

と接し、東に向けて扇状の武蔵野台地が形成され、その扇の要に位置しています。

多摩川をはじめ多くの河川が存在するとともに、多摩川による河岸段丘などによる

起伏のある地形や御岳山などの山々など、地勢において多様な様相を呈しています。 

これまで、河川においては、いっ水や浸水、沿岸の浸食等の防止に向けて、護岸

等の整備を推進してきました。また、整備に当たっては、自然環境への影響、動植

物の生態系や水質の保全に配慮してきました。 

また、本市には、土砂災害の危険箇所が数多くあり、国・都が実施する砂防事業

などに協力し、土砂災害の未然防止に努めてきました。 

近年、全国各地で集中豪雨や台風などによる洪水被害、土砂災害が発生している

状況にあり、引き続き国・都などの関係機関と連携を図り、治水機能の向上や土砂

災害の防止を図る必要があります。 

基本方針 

市民や国、東京都と協調し、安全で潤いのある豊かな河川づくりを進めます。 

また、河川管理者間で連携し、自然環境や親水性に配慮しつつ、河川整備を進め、

治水機能を高めます。 

土砂災害から市民の生命とくらしを守るため、国・都が行う災害防止対策を促進

します。 
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基本施策 

（1）河川の整備促進 

水害に対する安全性の向上、生態系に配慮した水辺に親しめる川づくりに向け、

主要河川の整備を国や東京都に要請します。 

（2）治水対策の充実 

市の管理する河川の河道や護岸の整備を行い、いっ水や浸水、沿岸の浸食などの

防止に努めます。 

また、整備に当たっては、自然環境への影響、動植物の生態系や水質の保全に配

慮します。 

（3）土砂災害の防止 

土砂災害に対する市民意識の啓発に努めるとともに、国や東京都が進める砂防事

業や急傾斜地崩壊対策事業などに協力し、土砂災害防止施設の整備促進を図ります。 



116

6 都市景観 

現状と課題 

まちの景観は、住む人のくらしぶりや、地域の文化を表し、美しい景観を持つま

ちづくりは、住む人の感性を磨き、まちへの愛情や誇りを育み、心を豊かにするな

ど、快適で活気ある都市の基盤として重要な要素となっています。 

本市は、「青梅市景観まちづくり基本方針」、「青梅市の美しい風景を育む条例」

にもとづき、自然景観の保全、街なみ景観の保全など青梅らしさの創造に向けた景

観行政を進めてきました。 

これまで、青梅駅周辺景観形成地区では積極的な景観保全・整備・修景に取り組

み、青梅宿の情緒が残る街なみが形成され、多くの人に親しまれています。 

今後は、引き続き景観形成にかかる市民意識の高揚に努めるとともに、多摩川沿

い地区でも取組を進めるなど美しい風景都市・青梅を目指して、市民・事業者・行

政が連携して美しく優れた景観づくりを進めていく必要があります。 

基本方針 

市民、事業者、行政が協調・連携し、魅力ある固有の景観を守り、育て、愛着や

誇りを培う美しい風景都市・青梅を目指します。特に、豊かな自然を持つ多摩川沿

い地区や身近に歴史・文化を伝える青梅駅周辺地区では、積極的に景観整備と修景

を進めます。 

また、公共空間の整備においては、景観に配慮した取組を進め、まちの良好な景

観づくりを進めます。 
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基本施策 

（1）自然景観の保全 

多摩川沿い景観形成地区を指定し、地区内の景観形成計画および景観形成基準を

策定して、青梅の景観を特徴づける水と緑の景観軸を保全します。 

また、｢青梅市景観まちづくり基本方針｣、｢青梅市緑の基本計画｣、｢青梅市環境

基本計画｣にもとづき、市民、事業者、行政が連携し、市民生活に潤いを与える崖

線緑地や平地林、樹園地、丘陵など自然景観の保全を図ります。 

（2）街なみ景観の保全・創出 

｢青梅市景観まちづくり基本方針｣および｢青梅市の美しい風景を育む条例｣にも

とづき、優れた景観づくりを計画的に進めます。 

また、青梅駅周辺景観形成地区について、景観形成の要所として、景観形成計画、

景観形成基準にもとづき積極的に景観の整備・修景事業を進めます。 

（3）協調・連携による景観づくり 

優れた景観形成に向け、市民団体等との協働により、市民への周知・啓蒙に努め

るなど、市民意識の向上を図り、市民との協働による景観形成を促進します。 
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第9章 みんなが参画し協働できるまち 

1 市民参画・協働 

現状と課題 

市民ニーズや地域特性にあわせた、きめ細かく柔軟なサービスを提供していくた

めに、市民が参画したまちづくりや、市民活動団体等と行政がまちづくりのパート

ナーとして、対等な立場で協力しあうことが重要であり、全国的に市民参画に向け

た動きが活発化しています。 

本市においては、市民参画によるまちづくりに向けて、広報紙やホームページ、

また民間事業者との協働によって作成し全戸に配布しているくらしのガイドなど

様々な媒体や手法によって市政情報の提供に努めています。また、市長への手紙や

市民と市長との懇談会を実施するなど広聴活動の充実を図ってきました。 

さらに、市政情報については、青梅市個人情報保護条例による適正な個人情報の

取扱いのもと、青梅市情報公開条例にもとづいて公開性の向上を図ってきました。 

本市では、平成20（2008）年に「青梅市における市民活動団体等との協働事

業の推進に関する指針」を策定し、市民活動団体等の活動の支援や、行政との役割

分担ということを認識し、協働のまちづくりを目指しています。 

平成 23（2011）年に市民と協働によって策定した「青梅市協働実践マニュア

ル」にもとづく市民協働の推進や、新たに協働推進員を各課に配置するとともに、

市民活動団体の活動支援を行っている青梅ボランティア・市民活動センターと連携

をしています。 

しかし、市政総合世論調査結果によると市民のボランティア活動等への参加や関

心が高いとは言えません。既存の市民活動団体においても、継続性の面で様々な課

題を抱えています。 

本市のコミュニティ活動については、自治会が中心的な役割を担っており、地域

づくり活動、地域の防犯・防災、環境整備など各種活動を行っています。しかし、

若年層の新規加入が進まない状況に加え、高齢化によって自治会活動が続けられず

退会する世帯があり、その一方で核家族化の進展に伴う世帯数の増加などを要因と

して自治会加入率の低下が進んでいるといった実情があります。 

基本方針 

市民と行政とが共に協力・連携をしながら、市民参画によるまちづくりを進めま

す。推進に当たっては、行政情報の的確かつ迅速な発信に取り組むとともに、市民
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意見の把握および反映に努め、双方向のコミュニケーションを図り、市民のまちづ

くりへの参画や協働に対する関心を高めていきます。 

市民活動団体等の活動の活性化に向けて支援するとともに、行政と市民活動団体

等とが共通の目標の達成に向けた連携・協働を推進していきます。また、協働によ

るまちづくりの機会を創出し、市民の提案を受け入れる体制の充実を図ります。さ

らに、協働の担い手の育成や組織強化のための支援を充実します。 

自治会を中心とした地域コミュニティを支える地域活動が更に活性化するよう

支援し、市民センター機能の強化を図り、市民同志が世代を超えて支えあい、地域

コミュニティが活発で日頃から心のふれあいがある地域づくりを促進します。 

基本施策 

（1）市民意見の把握とまちづくり情報の共有 

市民ニーズや地域特性を踏まえたきめ細かなサービスを提供していくため、あら

ゆる世代の多くの意見や要望が把握できるよう努め、広聴活動の充実を図ります。 

誰もがまちづくりの情報を得られる環境づくりに向けて、広報紙やホームページ、

くらしのガイドなどの発行物については、親しみやすさに配慮し、市民のくらしに

役立つよう内容の充実を図るとともに、発信手法の工夫に努めます。 

また、市政運営の適正な情報公開により、市民の市政運営に対する理解と信頼を

深め、公正で開かれた市政の推進を図ります。 

各種行政計画の策定等に積極的な市民参加の促進を図り、政策の形成過程からそ

の評価・見直しまで、市民と共に取り組み、市民参画によるまちづくりを推進して

いきます。 

（2）市民活動の活性化促進 

既存の各種市民団体等の自主的な活動を支援し、活動の活性化を促進します。さ

らに、行政とボランティア・ＮＰＯ等が目標を共有し、連携・協働によるまちづく

りを推進していくため、職員の協働推進体制の強化や市民の協働意識の高揚のもと、

市民活動団体等の活動場所の確保やネットワークづくりに対する支援など協働推

進体制の充実を図ります。 

また、市民提案型協働事業の充実を図るとともに、「青梅市協働実践マニュアル」

を活用し、新たな協働事業の企画・運営等への市民の参画・協働を進め、具現化に

努めます。協働の推進に当たっては、市民活動団体等と行政との協働の推進役であ

る青梅ボランティア・市民活動センターとの連携を強化していきます。 

（3）地域コミュニティ活動の支援 
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自治会を中心とした地域のイベントや防犯・防災活動、美化活動など地域の特性

に合わせて各地域で取り組む地域コミュニティ活動を積極的に支援します。また、

市域が広い本市の特性と地域の実情を踏まえ、加入率向上への取組や自治会館の補

修、自治会活動の活性化に向けた自治会の課題に対して、自治会との更なる連携・

協力・支援の充実を図ります。 

（4）市民センター機能の多様化 

市内11地区の各市民センターについては、それぞれの地域が抱える問題の解決

や地域活動の活性化に向けた中心的拠点として、その役割を十分に発揮できるよう

機能の強化を図ります。 

地域におけるあらゆる世代の多様な活動を広く支援するとともに、地域の声や地

域特性を生かした、きめ細かなサービスの充実に取り組みます。 



121

2 人権・平和 

現状と課題 

人権の世紀と言われる21世紀にあって、依然として人権に関わる様々な問題は

無くならず、学校や職場内でのいじめ、インターネットを悪用した人権侵害、配偶

者からの暴力、高齢化に伴う人権に関する新たな課題も生じてきています。 

本市では、心の教育をはじめ、人権擁護委員との連携において人権の花運動、小

学生の人権メッセージや中学生の人権作文コンテストへの応募、さらに、平成23

（2011）年度まで人権尊重教育推進校の指定を受けるなど人権教育の推進に取り

組んでいます。また、人権擁護委員による相談の他、関係機関や団体と連携した相

談・支援、パネル展などを通じて啓発活動に取り組んでいます。 

また、戦後60年以上が経過し、戦争を体験した人が減少しており、戦争に関す

る資料や体験談に触れる機会が減少してきています。本市では、戦争の悲惨さを伝

え、今ある平和を感じてもらうため、世界連邦運動協会青梅支部と連携し様々な啓

発活動に取り組んでいます。 

誰もが人権を尊重し、お互いを認め合う平和な社会の実現を目指して、これまで

以上に市民の人権意識の高揚を図っていく必要があります。同時に、戦争の悲惨さ

や平和の尊さを伝え、平和思想の普及を図るため、継続的に取り組んでいくことが

必要です。 

基本方針 

市民一人ひとりが人権尊重の理念について理解を深めることができるように、各

種啓発活動に取り組み、人権啓発を推進するとともに、人権侵害に対する問題の早

期解決に向けて関係機関や団体との連携を強化し、人権問題に関する相談・支援の

充実に努めます。 

また、戦争を知らない若い世代をはじめ、全ての人が平和の尊さを感じながら、

幸せに豊かに暮らすことができるよう、世界連邦運動協会青梅支部等と連携し、平

和事業の充実を図り、平和意識の高揚を図ります。 



122

基本施策 

（1）人権啓発活動の充実 

人権尊重社会の構築に向けて、子どもから高齢者まで、市民一人ひとりの人権意

識を高めていくため、学校、家庭、地域、企業などあらゆる場を通じた人権教育・

啓発を推進します。 

また、女性、子ども、高齢者、障害者、犯罪被害者など日々のくらしの中で起こ

る人権問題に対する相談・支援の充実に努めます。 

（2）平和意識の高揚 

児童や生徒をはじめ多くの市民が、今もなお世界各地で起きている武力紛争や戦

争の悲惨さ、世界で唯一の核被爆国として核兵器の恐ろしさ、平和の尊さを学ぶた

め、世界連邦運動協会青梅支部等と連携して、平和に関する施策の充実を図り、平

和意識の高揚に努めます。 
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3 男女平等参画 

現状と課題 

男性も女性も全ての個人が、喜びも責任も分かち合い、その能力・個性を十分発

揮することができる男女共同参画社会の実現が求められています。 

国では、平成22（2010）年度に、男性、子どもにとっての男女共同参画、貧

困など生活上の困難に直面する男女への支援をはじめとする重点分野を新設した

第 3 次男女共同参画基本計画を策定し、男女共同参画の形成を一層加速すること

としています。 

本市では、青梅市男女平等推進計画にもとづき、男女平等の意識づくりや男女平

等参画の推進、ワーク・ライフ・バランスの推進等を重点課題に掲げ、情報紙の発

行や講演会の開催など広報・啓発活動の推進、審議会・委員会等への女性の登用な

どの取組を推進してきました。 

男女共同参画社会基本法や配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関す

る法律（ＤＶ防止法）などの施行により、制度上の整備は進んでいますが、実際に

は、家庭や職場など様々な場面で男女平等参画社会の実現が難しい状況にあります。 

基本方針 

男女が性別にかかわりなく、自立した個人としてその能力や個性が十分に発揮で

きる社会の実現に向けて、男女平等意識の啓発をはじめ、様々な分野における男女

平等参画の推進、仕事と家庭・地域生活の調和がとれた生活環境の整備、配偶者等

からの暴力の防止に努め、男女平等参画社会の環境整備を進めます。 
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基本施策 

（1）施策の総合的な推進 

「青梅市男女平等推進計画」にもとづき、男女平等参画社会の実現に向けて、施

策を総合的かつ計画的に推進していきます。 

配偶者等からの暴力の防止に向けた取組や相談体制の充実、政策・方針決定過程

や防災分野への女性の参画、仕事と生活の調和の推進、女性の再就職等の就業支援

など女性が活躍できる環境づくりを進めます。 

さらに、積極的な情報発信や講座の開催等により、男女平等参画に対する意識の

高揚に向けた啓発に取り組みます。 

（2）推進体制の充実 

男女平等参画関連施策の推進に当たっては、青梅市男女平等推進計画懇談会にお

いて各事業の進ちょく管理や指標にもとづいた成果の把握を行うなど、推進体制の

充実を図ります。 
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第10章 持続的な行財政運営ができるまち 

1 行政運営 

現状と課題 

分権型社会への転換が進められる中、自治体の判断と責任で地域の政策を決めて

いくことがこれまで以上に求められています。 

本市では、行財政を取り巻く厳しい社会状況を踏まえ、効果的・効率的な行政シ

ステムの構築、簡素で活力ある組織と人材の育成などを基本視点とした「青梅市行

財政改革推進プラン」にもとづき、行財政改革を積極的に推進してきました。 

また、多様化・高度化する市民ニーズや行政課題に、西多摩地域の市町村（青梅

市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町）とで共

有し、連携して取り組んでいくために西多摩地域広域行政圏協議会の設置や一部事

務組合を立ち上げてごみの共同処理などを行っています。 

人口減少・少子・高齢化が進展していくことが避けられない状況を危機感として

捉えた行政運営の変革をしていかなければなりません。 

基本方針 

限られた財源の中で、社会経済状況の変化や、多様化し高度化する市民ニーズに

対応し、より良い公共サービスを提供していきます。そのためにもまず、市役所は、

地域の主要なサービス業のひとつであるという認識のもと、市民の視点に立った接

遇向上に努めます。また、効果的で効率的な行政運営、時代の変化に即応した政策

形成を図るための能力向上、蓄積したノウハウの有効活用などに取り組みます。 

また、近隣市町村等との積極的な連携や機能分担により、共通する様々な行政課

題に取り組んでいきます。 



127

基本施策 

（1）効率的な行政運営の推進 

将来の本市の地域動向を適切に踏まえ、「青梅市行財政改革推進プラン」にもと

づいて事務事業の整理合理化をはじめ、組織体制の構築、費用対効果の高い施策展

開など行財政改革を推進し、社会経済情勢の変化に柔軟に対応し、効果的・効率的

な行政運営を推進します。 

また、市域が広い本市特有の、地域ごとで大きく異なる地域特性や課題を適切に

捉え、市民本位の便利で快適な公共サービスの充実に努めます。 

指定管理者制度や事務の委託化によって経費の節減を図りつつ、適切な指導によ

って市民サービスの向上に取り組みます。 

補助金等の交付については、公益性や透明性を確保し、使途や成果を適切に評価

し、見直しを図っていきます。 

（2）人材の育成・確保・活用 

市民等との関わりが行政サービスの基本であり、職員の接遇向上について継続し

て取り組んでいきます。また、多様化する市民ニーズや高度化する行政課題に的確

に対応できるよう、職員の政策形成等の能力向上、意識改革、蓄積した技能の活用

を図ります。 

（3）広域行政の推進 

市民生活は、利便性の高い交通網や容易に様々な情報を得られる環境の中で営ま

れており、市民の行動範囲は、拡大しています。このことを踏まえ、西多摩地域広

域行政圏協議会や近隣市町村等と連携し、広域的な観点で機能分担を図ることで、

行政運営の効率化と市民サービスの向上を図ります。 

また、既存の広域行政のほか、共通する行政課題に対して効果的な取組について

は、防災・医療・観光などあらゆる分野において新たな都市間連携を検討します。 
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2 情報推進・活用 

現状と課題 

情報化の進展は著しく、あらゆる分野において重要なツールとなっており、情報

の共有、通信手段の多様化・高度化が進んでいます。 

本市においても、インターネットの高速通信が可能なブロードバンド環境が整備

されており、これら有線による情報通信網に加え、スマートフォンに代表されるモ

バイル端末の普及、無線通信の利活用も進んでいます。 

行政内部の情報化については、ホームページ・メール配信による情報発信、行政

事務の効率化に向けた各種システムの整備、電子申請による各種申請などＩＣＴ

（情報通信技術）環境の充実と利活用を図るとともに、情報セキュリティ対策の強

化を進めてきました。 

しかし、ＩＣＴ環境が充実していく一方で、顕在化する情報弱者に対して、誰も

が支障なく情報を得られる環境づくりが求められています。 

基本方針 

公共サービスの利便性の向上、事務の効率化やコスト削減を推進するために、最

新の情報通信技術の特性を理解し、効果的な利活用を図ります。また、高度情報通

信ネットワーク社会における情報流通を災害対策、行政情報や本市の魅力を内外に

発信する手段として活用します。 

一方で、情報通信技術に偏重することなく、あらゆる人々が情報を享受できるよ

う、情報発信の工夫に努めます。また、情報セキュリティ体制や機能の強化を図っ

ていきます。 
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基本施策 

（1）ＩＣＴ環境の最適化 

便利で安定した行政サービスの提供に向け、電子申請手続きの拡大、電子申告・

電子収納等を推進するとともに、全庁的な視点でシステムの最適化を推進し、コス

トの削減、行政事務の一層の効率化に向けて、その基盤となる ICT 環境の最適化

を推進します。 

また、情報化の推進においては、市民の利便性向上と市政運営の効率化を基本に、

迅速かつ円滑な対応に努めます。 

（2）情報化の推進・活用・対策 

情報通信技術を戦略的に活用し、安全・安心やまちづくり情報の共有など市民へ

の情報提供の充実を図るとともに、市の魅力を内外に発信するために、様々な情報

発信手段に取り組む一方で、情報を受け取った方の反応に着目しつつ、地域活性化

に向けて効果的な情報活用を進めます。 

また、高齢者や障害者を含め、誰もが支障なく安心して情報環境を利用すること

ができるよう、市民および職員の情報リテラシー（活用能力）の向上や情報セキュ

リティ対策の強化を図ります。 
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3 公共施設保全・整備 

現状と課題 

本市が所有する公共建築物は、文化財3棟を除き計300施設で、延べ床面積は

38万㎡超と東京ドームに換算すると8個分に相当します。 

昭和 39（1964）年から昭和 60（1985）年までの間に市民ニーズ・行政サ

ービスの多様化に対応して、学校、市営住宅、市民センター、福祉センター、総合

病院など大規模施設の約 7 割が建設され、建築後 25 年から 40 年を経過した公

共建築物が多数を占めており、大規模修繕など維持費用の増加が見込まれることか

ら、計画的に施設の修繕・改修を進めていくため平成23（2011）年3月に「青

梅市公共建築物保全整備計画」を策定しました。 

しかし、都市を支える基盤の中には、建築物のほか、道路や橋りょう等もあり、

厳しい財政状況の中でその全てを計画的に修繕していくことは、現実には難しい状

況にあり、さらに、人口減少や少子・高齢化の進展、地域の実情なども踏まえた施

設のあり方の検討が重要な課題となっています。 

基本方針 

既存公共施設の保全維持管理を計画的に行い、優先度を見極めながら、課題を検

証しつつ、効率的・効果的な対策により、施設の保全・運用の最適化を図ります。

また、統廃合を含む施設配置のあり方を検討していきます。 

施設の修繕・改修に当たっては、再生可能エネルギーを導入するなど環境に配慮

しつつ、バリアフリー化による安全で安心できる整備を進めます。 
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基本施策 

（1）公共建築物の保全・運用の最適化 

少ない財源で施設を効率的・効果的に運用するためにストックマネジメント手法

を用い、老朽化が進む公共建築物の計画的な修繕・改修を行います。 

なお、修繕・改修に当たっては、耐震化、自然環境との調和、バリアフリーに配

慮した整備に努めます。 

一方、地域の特性や施設機能を十分に踏まえた上で、統廃合を含む施設配置のあ

り方を検討します。 

また、「青梅市公共建築物保全整備計画」については、計画の進捗状況や財政状

況等を踏まえて、適切に見直しを図っていきます。 

※ ストックマネジメントとは、施設の現状を把握し、計画的に補修・改修を行

い、効率的に延命化を図るという考え方です。 
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4 健全財政 

現状と課題 

本市の財政状況をみると、財政力指数は0.929（平成22（2010）年度一般会

計決算）と類似団体中では比較的高い位置にあるものの、都内の同規模の市では不

交付団体（自主財源が豊かで普通交付税が不交付の団体）が多いことから、都内と

の比較では決して豊かとは言い切れない状況にあります。 

経常収支比率では、93.3%（平成22（2010）年度一般会計決算）と全国およ

び都内の市町村平均を上回っており、財政の硬直化が進んでいます。 

かつては、競艇事業収入に支えられ、経常収支比率が高くとも健全な財政運営を

維持することができましたが、社会・経済状況は大きく変わり、財政運営の現状は、

本市の身の丈を超えた財政規模となっており、厳しい財政運営を続けてきています。 

基本方針 

身の丈に合わせた健全な財政運営の確立を目指し、自主財源の確保に努め、受益

者負担の適正化を図ります。今後も増え続けることが見込まれる社会保障費の財源

については、国や東京都に適正な措置を講じるよう要請していきます。また、事務・

事業の不断の見直しや、新たな時代に即した効果的な事業の選択などにより歳出削

減に全力で取り組みます。 

競艇事業については、引き続き経営改善に取り組み、収益の確保に努めます。 
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基本施策 

（1）身の丈に合った財政運営の確立 

地域経済の活性化や雇用の創出などによる自主財源の安定確保や、国・都の補助

制度の活用、市資産の有効利用、使用料・手数料等の見直しによる受益者負担の適

正化、滞納対策の強化など、歳入の確保に徹底して取り組んでいきます。 

また、歳出については、社会・経済動向や人口動向などを的確に捉え、経費の節

減を前提に、優先度や緊急度、費用対効果などを勘案した、選択と集中による効率

的な事業展開を図ります。 

短期的な視点で取り組むべきものと、中長期的な視点で取り組むべきものとを見

極め、歳入と歳出の均衡を図り、身の丈に合った持続可能な財政運営の確立を目指

します。 

また、市民への財政分析・評価の公表を積極的に行い、厳しい財政状況について

情報共有を図ります。 

（2）競艇事業収益の確保 

魅力あるレース開催やイベント、ＰＲなど効果的な売上向上策を展開していきま

す。また、施設設備の改善も含め、引き続き経営改善に取り組み、競艇事業収益の

確保に努めます。 

（3）財政見通し 
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第3部 施策連動型のしくみ 
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施策連動型のしくみ（ぷらっとフォーム）によるまちづくり 

第 6 次青梅市総合長期計画では、基本構想において 5 つのまちづくりの視点を持っ

て掲げる10のまちづくりの基本方向のもとで、45の施策分野において、計画的にま

ちづくりに取り組んでいきます。 

さらに、暮らしやすさの視点に立ち、青梅らしさを醸し出すまちづくりを戦略的に進

めるために、分野の枠を超えて、施策が連動し、多様な主体が参画する施策連動型の仕

組み「ぷらっとフォーム（※）」を展開します。 

【ぷらっとフォームのしくみ】 

青梅の強みを生かし、弱みを克服する視点のもと、重点的に取り組むべき主要なテー

マに対し、関連する分野における施策や事業を横断的に、連動させながら推進します。 

推進に当たっては、行政だけではなく、市民、地縁組織、市民活動団体、民間活力、

専門家などの多様な担い手の参画によって、市を挙げて取り組んでいきます。 

【ぷらっとフォームの展開】 

実施計画において、重点的に取り組むテーマを定め、この達成に向けて連携・連動す

る施策を明示します。 

※ ぷらっとフォームとは、施策を展開させるための基礎や土台となるものを意味し

ています。主要なテーマを掲げたぷらっとフォームのもとで、様々な施策や事業が

連動し合う姿を「梅の花」に例えて、積極的な事業実施によって多くの花を咲かせ、

実を結んでいこうという将来に向けての意思を示しています。 

小分類（施策・事業） 

大分類（重点施策）

中分類（施策分野） 


